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別 添
児童相談所運営指針新旧対照表

改 正 後 現 行

第１章 児童相談所の概要 第１章 児童相談所の概要
第１節 児童相談所の性格と任務 第１節 児童相談所の性格と任務
１．児童相談所の設置目的と相談援助活動の理念 １．児童相談所の設置目的と相談援助活動の理念
(1)～(4) 略 (1)～(4) 略
(5) 近年、児童虐待が増加するなど、子どもや家庭をめぐる問題が複雑・ (5) 近年、児童虐待が増加するなど、子どもや家庭をめぐる問題が複雑・
多様化しており、問題が深刻化する前の早期発見・早期対応を図るとと 多様化しており、問題が深刻化する前の早期発見・早期対応を図るとと
もに、地域におけるきめ細かな援助が求められている。こうした中、児 もに、地域におけるきめ細かな援助が求められている。こうした中、児
童相談所については、児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第 童相談所については、児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第
82号。以下「児童虐待防止法」という ）の施行を契機として、一定の 82号。以下「児童虐待防止法」という ）の施行を契機として、一定の。 。
体制の充実が図られてきたが、深刻な児童虐待事例が依然として頻発し 体制の充実が図られてきたが、深刻な児童虐待事例が依然として頻発し
ている状況を踏まえ、平成16年には児童虐待の防止等に関する法律の一 ている状況を踏まえ、平成16年には児童虐待の防止等に関する法律の一
部を改正する法律（平成16年法律第30号）及び児童福祉法の一部を改正 部を改正する法律（平成16年法律第30号）及び児童福祉法の一部を改正
する法律（平成16年法律第153号。以下「平成16年児童福祉法改正法」 する法律（平成16年法律第153号。以下「平成16年児童福祉法改正法」
という ）が成立し、児童虐待の定義の明確化、国及び地方公共団体の という ）が成立し、児童虐待の定義の明確化、国及び地方公共団体の。 。
責務等の強化、児童虐待の通告義務の範囲の拡大、子どもの安全の確認 責務等の強化、児童虐待の通告義務の範囲の拡大、子どもの安全の確認
及び安全の確保に万全を期すための規定の整備、児童家庭相談に関する 及び安全の確保に万全を期すための規定の整備、児童家庭相談に関する
体制の充実、児童福祉施設、里親等の見直し、要保護児童に関する司法 体制の充実、児童福祉施設、里親等の見直し、要保護児童に関する司法
関与の見直しなど、児童虐待防止対策を始めとする要保護児童対策の充 関与の見直しなど、児童虐待防止対策を始めとする要保護児童対策の充
実・強化が図られたところである。 実・強化が図られたところである。

この平成16年の児童虐待防止法改正法附則においては、法施行後３年
以内に、児童の住所等における児童の安全の確認又は安全の確保を実効
的に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方等について、児童虐
待防止法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものと規定された。この検討規定等を踏まえ、児童
虐待の防止等に関する施策をさらに強化するため、平成19年５月、議員
立法により、児童の安全確認等のための立入調査等の強化、保護者に対
する施設入所等の措置のとられた児童との面会又は通信等の制限の強
化、児童虐待を行った保護者が指導に従わない場合の措置を明確にする
ための規定の整備等を行う児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉
法の一部を改正する法律（平成19年法律第73号）が成立した。

児童相談所は、こうした法律改正の趣旨を踏まえ、児童虐待防止対策 児童相談所は、こうした法律改正の趣旨を踏まえ、児童虐待防止対策
の一層の充実・強化を図っていくことが必要である。とりわけ、児童家 の一層の充実・強化を図っていくことが必要である。とりわけ、児童家
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庭相談に応じる市町村に対して適切な支援を行うとともに、効果的な援 庭相談に応じる市町村に対して適切な支援を行うとともに、効果的な援
、 、 、 、助が期待できるソーシャルワークの技法の開発や確立はもとより 医療 助が期待できるソーシャルワークの技法の開発や確立はもとより 医療

保健、法律その他の幅広い専門機関や職種との連携強化、司法関与の仕 保健、法律その他の幅広い専門機関や職種との連携強化、司法関与の仕
組みの有効活用等により、迅速かつ的確な対応を図るとともに、親子の 組みの有効活用等により、迅速かつ的確な対応を図るとともに、親子の
再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた子どもが良好な家庭的 再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた子どもが良好な家庭的
環境で生活するために必要な配慮の下、子どものみならず保護者も含め 環境で生活するために必要な配慮の下、子どものみならず保護者も含め
た家庭への支援に一層積極的に取り組むことが重要である。 た家庭への支援に一層積極的に取り組むことが重要である。

また、法律改正により、虐待通告を受けたとき等の児童の安全確認を
行うための措置の義務化や臨検又は捜索の制度の創設等の措置が講じら
れたことから、児童相談所における児童の安全確認又は安全確保が今後
さらに期待されることになる。このため、各児童相談所においては、児
童の安全確認等に向けた迅速かつ適切な対応に一層配慮すべきである。

(6)～(7) 略 (6)～(7) 略

２～３ 略 ２～３ 略

第２～５節 略 第２～５節 略

第２章 児童相談所の組織と職員 第２章 児童相談所の組織と職員
第１～２節 略 第１～２節 略

第３節 職員構成 第３節 職員構成
１ 規模別職員構成の標準 １．規模別職員構成の標準

第１章に述べられている諸般の業務遂行のため、所長、次長（Ａ級の 第１章に述べられている諸般の業務遂行のため、所長、次長（Ａ級の
場合）及び各部門の長のほか、次の職員を置くことを標準とする。 場合）及び各部門の長のほか、次の職員を置くことを標準とする。

Ｃ級－教育・訓練・指導担当児童福祉司（児童福祉司ス－パ－バイザ Ｃ級－教育・訓練・指導担当児童福祉司（ス－パ－バイザ－ 、児童）
－ 児童福祉司 相談員 精神科を専門とする医師 以下 精神科医 福祉司、相談員、精神科を専門とする医師（以下「精神科医」という。）、 、 、 （ 「 」
という。嘱託も可 、教育・訓練・指導担当児童心理司（児童心理司 嘱託も可 、児童心理司、心理療法担当職員、その他必要とする職員。） 。）
ス－パ－バイザ－ 、児童心理司、心理療法担当職員、その他必要とす Ｂ級－Ｃ級に定める職員のほか、小児科を専門とする医師（以下「小）
る職員 児科医」という。嘱託も可 、保健師。）

Ｂ級－Ｃ級に定める職員のほか、小児科を専門とする医師（以下「小 Ａ級－Ｂ級に定める職員のほか理学療法士等（言語治療担当職員を含
児科医」という。嘱託も可 、保健師 む 、臨床検査技師。） 。）

Ａ級－Ｂ級に定める職員のほか理学療法士等（言語治療担当職員を含
む 、臨床検査技師。）

２.留意事項 ２．留意事項
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(1) 略 (1) 略
(2) 教育・訓練・指導担当児童福祉司 児童福祉司ス－パ－バイザ－ は (2) 教育・訓練・指導担当児童福祉司（ス－パ－バイザ－）は、児童福祉（ ） 、
児童福祉司及びその他相談担当職員の職務遂行能力の向上を目的として 司及びその他相談担当職員の職務遂行能力の向上を目的として教育・訓
教育・訓練・指導に当たる児童福祉司であり、相談援助活動において少 練・指導に当たる児童福祉司であり、相談援助活動において少なくとも
なくとも１０年程度の経験 を有するなど相当程度の熟練を有している １０年程度の経験を有するなど相当程度の熟練を有している者でなけれ
者でなければならない。教育・訓練・指導担当児童福祉司（児童福祉司 ばならない。教育・訓練・指導担当児童福祉司（スーパーバイザー）の
スーパーバイザー）の配置の標準は児童福祉司おおむね５人につき１人 配置の標準は児童福祉司おおむね５人につき１人とする。
とする。

(3)～(4) 略 (3)～(4) 略
（ ） 、(5) 教育・訓練・指導担当児童心理司 児童心理司ス－パ－バイザ－ は

児童心理司及び心理療法担当職員の職務遂行能力の向上を目的として教
育・訓練・指導に当たる児童心理司であり、心理判定及び心理療法並び
にカウンセリングを少なくとも１０年程度の経験を有するなど相当程度
の熟練を有している者でなければならない。

(6) 略 (5) 略

(7) 略 (6) 略

(8) 略 (7) 略

第４節 各職員の職務内容 第４節 各職員の職務内容
１～４ 略 １～４ 略
５．相談・指導部門の長 ５．相談・指導部門の長
(1)～(2) 略 (1)～(2) 略
(3) 教育・訓練・指導担当児童福祉司（児童福祉司ス－パ－バイザ－）の (3) 教育・訓練・指導担当児童福祉司（ス－パ－バイザ－）の意見を参考
意見を参考としつつケ－スの進行管理を行うこと としつつケ－スの進行管理を行うこと

(4) 略 (4) 略

６～16 略 ６～16 略

17．教育・訓練・指導担当児童心理司（児童心理司スーパーバイザー）
児童心理司及び心理療法担当職員に対し、専門的見地から職務遂行に

必要な技術について教育・訓練・指導を行うこと

18．児童心理司 17．児童心理司
略 略
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19．心理療法担当職員 18．心理療法担当職員
略 略

20．保健師 19．保健師
略 略

21．理学療法士等（言語治療担当職員を含む ） 20．理学療法士等（言語治療担当職員を含む ）。 。
略 略

22．臨床検査技師 21．臨床検査技師
略 略

23．児童指導員及び保育士 22．児童指導員及び保育士
略 略

24．一時保護対応協力員 23．一時保護対応協力員
略 略

25．看護師 24．看護師
略 略

26．栄養士 25．栄養士
略 略

27．調理員 26．調理員
略 略

第５節 職員の資格、研修等 第５節 職員の資格、研修等
１ 略 １．略
２． 職員の研修等 ２．職員の研修等
(1) 略 (1) 略
(2) 各部門の長は各部門の職員に対し教育・訓練・指導（スーパービジ (2) 各部門の長は各部門の職員に対し教育・訓練・指導（スーパービジョ
ョン）のできる者であることが適当であり、判定・指導部門の長につい ン）のできる者であることが適当である。特に、判定・指導部門の長に
ては、医師、児童福祉司、児童心理司等専門技術を有する者であること ついては、医師、児童福祉司、児童心理司等専門技術を有する者である
が必要である。さらに、教育・訓練・指導（スーパービジョン）に必要 ことが必要である。
な知識・技術の修得のために子どもの虹情報研修センターにおいて実施
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するスーパーバイザー研修を受講することが望ましい。
(3) 児童福祉司及び児童心理司の教育・訓練・指導担当者（スーパーバイ
ザー）は、教育・訓練・指導（スーパービジョン）に必要な知識・技術
の修得のために子どもの虹情報研修センターにおいて実施するスーパー
バイザー研修を受講することが望ましい。

(4) 各職員は内部の職員又は外部の専門家による教育・訓練・指導（ス (3) 各職員は内部の職員又は外部の専門家による教育・訓練・指導（ス－
－パ－ビジョン）を受ける機会を積極的に活用し、また相互の教育・訓 パ－ビジョン）を受ける機会を積極的に活用し、また相互の指導・訓練
練・指導（ス－パ－ビジョン 、密接な連携・協力により、資質向上に ・教育（ス－パ－ビジョン 、密接な連携・協力により、資質向上に努） ）
努める。 める。

(5) 略 (4) 略
(6) 略 (5) 略

３ 略 ３ 略

第３章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務 第３章 相談、調査、診断、判定、援助決定業務
第１節 略 第１節 略

第２節 相談の受付と受理会議 第２節 相談の受付と受理会議
１～２ 略 １～２ 略
３．年齢要件 ３．年齢要件
(1)～(2) 略 (1)～(2) 略
(3) 妊婦からの相談については、相談の趣旨を十分受け止めた上で、保健 (3) 妊婦からの相談については、相談の趣旨を十分受け止めた上で、必要
所や市町村保健センターとの十分な連携の下、必要に応じ、医療機関、 に応じ福祉事務所、保健所、市町村保健センター、医療機関等適切な機
福祉事務所等適切な機関にあっせんするとともに、出生後に想定される 関にあっせんするとともに、将来新生児等に対する児童相談所の指導・

、 、子どもの養育上の問題について、早期発見・早期対応及び一貫した指導 援助の必要性が想定される事例については 問題の早期発見・早期対応
・援助の実施に努めること。さらに、子どもの出生前であっても必要な 指導・援助の一貫性を確保する観点から、主たる対応機関との情報交換
場合には、市町村と連携して、要保護児童対策地域協議会等を活用し、 を密にする等、十分な連携を図ることが望ましい。
出生後の対応について検討することも必要である。

４．管轄 ４．管轄
(1)～(8) 略 (1)～(8) 略
(9) また、平成16年の児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法 (9) また、平成16年の児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法

律により、国及び地方公共団体の責務として 「関係省庁相互間その他 律により、国及び地方公共団体の責務として 「関係省庁相互間その他、 、
関係機関及び民間団体の間の連携の強化」が法律上明記されたところで 関係機関及び民間団体の間の連携の強化」が法律上明記されたところで
ある。 ある。

この関係機関による連携には、子どもの転居時における自治体相互間 この関係機関による連携には、子どもの転居時における自治体相互間
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の連携も含まれ、児童相談所相互間の連携も求められているところであ の連携も含まれ、児童相談所相互間の連携も求められているところであ
る。 る。

さらに、こうした転居事例への対応も踏まえ、平成19年の児童虐待防 このため、例えば、支援を行っている家庭が他の自治体に転出する際
止法の改正により、地方公共団体の機関は、市町村長等から児童虐待の には、連携を図りつつ対応してきた関係機関等に連絡するとともに、児
防止等に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料又は 童福祉法第25条等に基づき、転出先の自治体を管轄する児童相談所に通
情報について、当該市町村長等が児童虐待の防止等に関する事務又は業 告し、ケースを移管するとともに、当該家庭の転出先やこれまでの対応
務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があ 状況など必要な情報を提供するなど、転出先の児童相談所と十分に連携
るときは、これを提供することができるものとされた。ただし、当該資 を図ることが必要である。
料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童等又
は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるとき
は、この限りでないものとされている。

このため、例えば、支援を行っている家庭が他の自治体に転出する際
には、連携を図りつつ対応してきた関係機関等に連絡するとともに、法
第25条等に基づき、転出先の自治体を管轄する児童相談所に通告し、ケ
ースを移管するとともに、当該家庭の転出先やこれまでの対応状況など
必要な情報を提供し、また、転出先の自治体から照会があった場合には
適切に情報提供を行うなど、転出先の児童相談所と十分に連携を図るこ
とが必要である。具体的な方法等については、全国児童相談所長会にお
いて取り決められた「被虐待児童の転居及び一時帰宅等に伴う相談ケー
スの移管及び情報提供等に関する申し合わせ （平成19年７月12日付け」
19全児相第７号）を参考とされたい。

なお、支援を行っている家庭が、転出先等を告げずに転出した場合に
は、迅速な情報交換が必要になることから、次により対応する。
① 中央児童相談所以外の児童相談所が担当する事例の場合は、中央児

童相談所に連絡する。
② 中央児童相談所は、全国の中央児童相談所に対して通告を行う。
③ 通告を受けた中央児童相談所は、他の児童相談所に通告を行う。
④ 児童相談所においては、管内の市町村に対して通告を行い、児童の

発見に努める。
、 、 、 、 、⑤ この場合の通告内容は 要保護児童本人の氏名 性別 年齢 学年

転出時期、事例担当児童相談所名とする。
⑥ 全国の児童相談所間の通告については、全国児童相談所長会におい

て取り決められた「児童虐待における他県児童相談所との連携につい
て （平成11年10月15日付け全国児童相談所長会11全児相第11号）を」
参考とされたい。

⑦ 児童を発見した児童相談所は、事例を担当していた児童相談所と連
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携を図り、円滑な移管を行う。

５～７ 略 ５～７ 略

８．児童記録票の作成 ８．児童記録票の作成
(1) 児童記録票は、世帯ごとではなく相談を受理した子どもごとに作成す (1) 児童記録票は、世帯ごとではなく相談を受理した子どもごとに作成
る。妊婦からの相談についても、子どもが出生後に要保護児童として支 する。
援の必要が見込まれる場合は、受理した段階で児童記録票を作成し、妊
婦自身等に関する記録を残した上、子どもが出生した段階で子どもにつ
いての記録を加えることとし、一貫した指導・援助の経過を残す。

(2)～(4) 略 (2)～(4) 略

第３節 調査 第３節 調査
１～３ 略 １～３ 略

４．調査事項 ４．調査事項
(1) 調査事項は相談の内容によって異なるが、標準的には以下の事項が調 (1) 調査事項は相談の内容によって異なるが、標準的には以下の事項が調
査対象となる。これらは、診断・判定における基礎的かつ重要な情報と 査対象となる。
なるので これらに基づき各自治体において 調査事項及び内容 様式 ①～⑧ 略、 、 、 、
手順等を定めるとともに、調査を確実に実施するための調査チェックリ
スト等を定めることが必要である。
①～⑧ 略

(2) 法第25条の６において、児童相談所は、法第25条の規定による通告を (2) 法第25条の６において、児童相談所は、法第25条の規定による通告を
受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、その子ども 受けた場合において必要があると認めるときは、速やかに、その子ども
の状況の把握を行うものとされている。 の状況の把握を行うものとされている。

特に児童虐待に係る通告については、平成19年の児童虐待防止法の改 特に児童虐待に係る通告については、児童相談所が児童虐待防止法第
正により、児童相談所が同法第６条第１項の規定による通告又は市町村 ６条第１項の規定による通告又は市町村若しくは都道府県の設置する福
若しくは都道府県の設置する福祉事務所からの送致を受けたときは、児 祉事務所からの送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣
童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職 住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、
員その他の者の協力を得つつ、その子どもとの面会その他の手段により その子どもとの面会その他の手段によりその子どもの安全の確認を行う
その子どもの安全の確認を行うための措置を講ずることとされ、安全確 よう努めなければならないこととされている （児童虐待防止法第８条。
認措置の努力義務が義務に改められた 児童虐待防止法第８条第２項 第２項）（ ）。

(3) また、平成19年の児童福祉法改正により、市町村又は福祉事務所の
長は、児童虐待防止法第８条の２の出頭要求、同法第９条第１項の立
入調査又は法第33条の一時保護の実施が適当であると判断した場合に
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は、その旨を都道府県知事等又は児童相談所長に通知するものとされ
たことから、当該通知があった場合においても、適切な対応を講ずる
必要がある。

、 、 、なお 都道府県知事等は 当該通知に係る措置の実施状況について
都道府県児童福祉審議会（法第８条第２項に規定する都道府県児童福
祉審議会。同条第１項ただし書きに規定する都道府県にあっては、地
方社会福祉審議会。市町村に設置されるものを含む。以下同じ ）に報。
告しなければならないこととされている。

５．調査の方法 ５．調査の方法
(1)～(3) 略 (1)～(3) 略
(4) 保護者への出頭要求

① 対象となる事例
児童虐待防止法第８条の２の規定に基づく都道府県知事等（児童

相談所長に権限が委任されている場合は児童相談所長 ）による出。
頭要求は、特に、児童相談所の家庭訪問等によっても長期間児童の
姿を確認できない事例や呼びかけに対し全く応答がなく安否を確認
できないような事例について、有効な安全確認の選択肢の一つとな
ると考えられるため、積極的に活用することとされたい。

出頭要求を行う際には、保護者がこの出頭要求に応じない場合、
同法第９条第１項の立入調査その他の必要な措置を講じるものとさ
れていることから、保護者がこれに応じない場合の対応を考慮しな
がら、その必要性を判断する必要がある。同法第８条の２の出頭要
求は、あくまでも安全確認の選択肢の一つであり、児童虐待が行わ
れているおそれがあると認められるとともに、緊急に児童の安全確
認を行う必要があるなどの場合には、直ちに同法第９条第１項の立
入調査を行うことも可能である。

なお、一度出頭要求に応じたことから安全確認ができた後におい
て、再度虐待のおそれが生じた場合においても、改めて本出頭要求
を行うことが妨げられるものではないことに留意されたい。

② 出頭要求の方法
保護者に対する出頭要求の告知は、原則として、直接職員が告知

書を交付することで行うとともに、できる限りその受領証を徴する
こととし、その経過を記録する。保護者が出頭要求の告知書の受領
を拒否した場合には、出頭要求に応じないものとして取り扱うこと
とし、この場合においては、当該拒否の状況について適切に記録す
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る。
また、職員が保護者の住居を訪問しても、呼びかけにまったく応

じないような事例については、保護者が長期間不在であることが明
確である等の告知書を受領し得ない客観的状況にある場合を除き、
出頭要求の告知書を封筒に入れた上、郵便受箱、郵便差入口等の適
切な箇所に差し入れ、その状況を写真等で確実に記録する。この場

、 、合 当該封筒に出頭要求の告知書が含まれることが推察できるよう
事前に告知書の送達のため訪問する旨を電話により連絡し、若しく
は告知書を郵便受箱等の適切な箇所に差し入れる旨の玄関先での呼
びかけ等を行い、又は告知書が含まれる旨を当該封筒に記載する。
こうした対応によっても保護者が出頭しない場合には、出頭要求に
応じないものとして取り扱う。

③ 出頭要求の告知書
告知書においては、
・ 出頭を求められる者の住所、氏名及び生年月日
・ 出頭を求める日時及び場所
・ 同伴すべき児童の氏名、生年月日及び性別
・ 出頭を求める理由となった事実の内容
・ 保護者が出頭を求める日時での出頭が困難な場合における対
応

・ 出頭要求に応じない場合、当該児童の安全の確認又はその安
全を確保するため、児童虐待防止法第９条第１項の立入調査そ
の他の必要な措置を講ずることとなる旨及び当該立入調査を正
当な理由なく拒否した場合には罰金に処せられることがある旨

・ その他必要な事項
について記載する（別添１参照 。）

出頭を求める日時は、迅速な対応の確保及び各自治体ごとに定め
た虐待通告に係る安全確認の所定時間との均衡も踏まえつつ、速や
かに安全確認を行う観点から、個別の事案に応じて特定の日時を設
定する。ただし、やむを得ない理由により保護者等による当該日時
における出頭が困難と認められる場合には、速やかに安全確認を行
うことを十分考慮しつつ、当該保護者からの申し出に応じて出頭を
求める日時を調整することとして差し支えない。

また、出頭を求める場所は、当該児童の所在地を管轄する児童相
談所が基本となると考えられるが、保護者の心身の状況等に鑑み、
児童相談所以外の市役所その他の場所とすることも差し支えない。
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④ 出頭要求に応じない場合の対応
保護者が出頭要求に応じない場合には、当該児童の安全の確認又

はその安全を確保するため 速やかに 児童虐待防止法第９条第１項、 、
の立入調査その他の必要な措置を講じる。

なお、②で述べたような出頭要求の告知書の受領を拒否する、訪
問しても応答がない事例については、出頭要求に応じないものとし
て取り扱う。

⑤ 記録のあり方
出頭要求に応じない場合、当該事実が児童虐待防止法第９条第１

項の立入調査その他の必要な措置を講じる理由となること、また、
同立入調査に応じない場合には、同法第９条の３第１項の臨検又は
捜索の実施対象となることもあり得、その場合、同項の許可状を裁
判官に請求する際、併せて当該事案に係る経過を示す必要があるこ
とから、児童記録票その他の調査記録を適切に作成、保管しておく
とともに、報告書（作成した職員の署名（記名）押印のあるものを
いう。以下同じ ）を作成する。。

(5) 立入調査 (4) 立入調査
① 法第29条に規定する立入調査は、法第28条に定める承認の申立を ア 法第29条に規定する立入調査は、法第28条に定める承認の申立を行
行った場合だけではなく、虐待や放任等の事実の蓋然性、子どもの った場合だけではなく、虐待や放任等の事実の蓋然性、子どもの保護
保護の緊急性、保護者の協力の程度などを総合的に勘案して、法第 の緊急性、保護者の協力の程度などを総合的に勘案して、法第28条に
28条に定める承認の申立の必要性を判断するために調査が必要な場 定める承認の申立の必要性を判断するために調査が必要な場合にも行
合にも行えることに留意する。 えることに留意する。

また、児童虐待防止法第９条第１項の規定では、児童虐待が行わ また、児童虐待防止法第９条の規定では、児童虐待が行われている
れているおそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち おそれがあると認めるときに子どもの住所又は居所に立ち入り、必要
入り、必要な調査又は質問させることができること、正当な理由が な調査又は質問させることができること、同条第２項において、立入
ないのにその執行を拒否した場合、同条第２項により適用される法 り及び調査又は質問を正当な理由なく拒否をした場合等については、
第61条の５の50万円以下の罰金に処することとされているが、立入 必要に応じて法第62条第１号の規定の活用を図ること。

、 、調査の実効性を高める観点から 立入調査を実施するに当たっては
正当な理由がないにもかかわらず立入調査を拒否した場合には罰金

、 。に処せられることがある旨を 可能な限り保護者に対して告知する
その際には、当該立入調査を拒否した場合、同法第９条の３第１項
の臨検又は捜索が行われる可能性がある旨も併せて告知する。

さらに、上記の告知をしたにもかかわらず、立入調査に応じない
状況があれば、その場において、立入調査を拒否したものと認める
旨を言い渡すこととする。

なお、拒否したかどうかが不明確なままでは、同法第９条の２の
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再出頭要求や④で述べる告発のいずれにも移行することが困難とな
ることから、拒否した状況を明確にし、記録しておくことが必要で
あることに十分留意されたい。

② 立入調査の必要がある場合には、都道府県知事等（児童相談所長 イ 立入調査の必要がある場合には、都道府県知事等（児童相談所長に
。 ） 。に権限が委任されている場合は児童相談所長 ）の指示のもとに実 権限が委任されている場合は児童相談所長 の指示のもとに実施する

施する。
③ 立入調査が拒否された場合において、当該拒否について正当な理
由がないと認められるときは、告発の可否を検討するとともに、原
則として、速やかに、児童虐待防止法第９条の２の再出頭要求の手
続に移行する。

、 、 、なお 特に 立入調査の拒否の態様やそれまでの経過等も勘案し
当該保護者の行為が悪質であると認められる場合には、当該保護者
について管轄警察署に告発することを検討する。

告発については、事前に管轄警察署等とよく協議した上で行うこ
ととし、このためにも日常的に警察との連携に努めるべきである。

④ 告発とは、告訴権者以外の第三者から捜査機関に対してなされる
犯罪事実の申告及びこれに基づく犯人の処罰を求める意思表示をい

、 、うが 適切にこれを行うとともにその経過を記録する等の観点から
正当な理由なく立入調査を拒否した具体的事実や被告発人の処罰を
求める旨を記載した告発状を提出することにより、これを行う（別
添２参照 。）

その際には、併せて、告発に至る経緯や具体的事実を証する疎明
資料として、児童記録票その他の調査記録、住居の写真、児童の居
住を証するための児童の住民票の写し、立入調査の実施状況に係る
ビデオ等による音声や画像の記録、出頭要求や立入調査の実施状況
に関する報告書の写し等を添付して提出する。

なお、告発がなされた場合には警察において捜査が開始されるこ
とにかんがみ、告発の取消を要する事態とならないよう、告発する
前の段階において、具体的事案に応じて、提出する予定の告発状や
疎明資料を提示するなどして、立入調査を行う場所を管轄する警察
署と協議をされたい。

⑤ 告発状が受理された後においては、通常、当該事件の捜査のため
職員の事情聴取や資料の提出が求められることとなるので、積極的
に協力する。

なお、捜査の結果に基づき、起訴又は不起訴の処分が行われたと
きは、検察官から告発をした者に処分結果が通知され、不起訴とし
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た場合には、告発人の請求に基づき、その理由が開示されるので、
留意されたい。

⑥ 立入調査、臨検又は捜索等に当たっては、必要に応じ、市町村に ウ 立入調査に当たっては、必要に応じ、市町村に対し関係する職員の
対し関係する職員の同行・協力を求める。また、子ども又は調査担 同行・協力を求める。また、子ども又は調査担当者に対する保護者等
当者に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られる の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、必要に応じ、児童
よう、必要に応じ、児童虐待防止法第10条により警察に対する援助 虐待防止法第10条により警察に対する援助の依頼を行い、これに基づ
の依頼を行い これに基づく連携による適切な調査を行うとともに く連携による適切な調査を行うとともに、状況に応じ遅滞なく子ども、 、
状況に応じ遅滞なく子どもの一時保護を行うなど、子どもの福祉を の一時保護を行うなど、子どもの福祉を 優先した臨機応変の対応に

優先した臨機応変の対応に努める。 努める。
なお、警察への援助の依頼については、第７章第14節「６．虐待 なお、警察への援助の依頼については、第７章第14節「５．虐待事

事例等における連携(3)立入調査、臨検又は捜索等における連携」 例等における連携(3)立入調査における連携」を参照すること。
を参照すること。

⑦ 立入調査が拒否された場合においては、管轄警察署への告発だけ
でなく、児童虐待防止法第９条の２の保護者への再出頭要求や同法
第９条の３第１項の臨検又は捜索の実施対象となることもあり得る
ことから、児童記録票その他の調査記録を適切に作成、保管してお
くとともに、(4)の⑤と同じく、立入調査の状況やこれに至る経緯
について、報告書を作成する。

⑧ 立入調査に当たっては、その後の家庭裁判所における審判や④の エ 立入調査に当たっては、その後の家庭裁判所における審判等におけ
告発の際の事実関係の確認に資するため、必要な範囲において写真 る事実関係の確認に資するため、必要な範囲において写真やビデオあ
やビデオあるいはスケッチ等を含め具体的、詳細な調査記録の作成 るいはスケッチ等を含め具体的、詳細な調査記録の作成を行うととも
を行うとともに、関係書類等の入手・保存に努める。 に、関係書類等の入手・保存に努める。

⑨ 略 オ 略
(6) 保護者への再出頭要求

児童虐待防止法第９条の２の規定による都道府県知事等（児童相談
所長に権限が委任されている場合は児童相談所長 ）の出頭要求（同。
法第８条の２の出頭要求が行われていない場合を含め、以下「再出頭
要求」という ）の趣旨、内容は同法第８条の２の出頭要求と同様で。
あるが、再出頭要求は、正当な理由なく同立入調査を拒否したことが
要件とされていることに留意されたい。

再出頭要求の方法等については、出頭要求と同様に行うこととし、
(4)を参考に告知書の記載や手続、記録の作成を行うこととする（別
添３参照 。）
なお、裁判官の許可状を得た上で行う同法第９条の３の臨検又は捜

索は、再出頭要求が行われ、保護者がこれに応じないことが要件とさ
れていることから、同条の臨検又は捜索を行う必要があると思料され
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る場合、当該再出頭要求が実施される必要がある。
(7) 臨検、捜索等

① 対象となる事例
児童虐待防止法第９条の３第１項の規定による都道府県知事等

（児童相談所長に権限が委任されている場合は児童相談所長。以下
この(7)において同じ ）の臨検又は捜索は、特にネグレクトのよ。
うに児童を直接目視できず児童の状況自体把握できないような場合
に活用されることで、児童の安全の確認又は安全の確保が行われる
ことが想定されている。

この「臨検」又は「捜索」は、双方とも強制処分として行うもの
であり 「臨検」とは住居等に立ち入ることをいい 「捜索」とは、 、
住居その他の場所につき人の発見を目的として捜し出すことをい
う。これらの臨検又は捜索は、物理的実力の行使を背景に、対象者
の意思に反してでも直接的に児童の安全確認又は安全確保をしよう
とするものであり、同法第９条第１項の立入調査が、これを拒んだ
者に対する罰則を定めることで、間接的に調査の実効性を担保しよ
うとするのと異なるものである。

なお、臨検又は捜索は、同法第９条第１項の立入調査を実施した
にもかかわらず頑なに立ち入りを拒否されるようなケースについ
て、例外的に行うことが想定されており、迅速な安全確認が要請さ
れている状況にあるところ、まずは、当該立入調査を実効的に行う
ことにより、児童の安全確認又は安全確保が行われるよう努められ
たい。

② 臨検又は捜索の要件
ア 立入調査等の実施

臨検又は捜索は、児童虐待防止法第８条の２第１項の出頭要求
を受けた保護者又は同法第９条第１項の立入調査を受けた保護者
が、同法第９条の２の再出頭要求に応じないことが要件とされて
いる。

イ 児童虐待が行われている疑いがあること
臨検又は捜索は、アの保護者による立入調査の拒否等の経過を

経た上で 「児童虐待が行われている疑いがある」ときに行われ、
る必要がある。

ウ 裁判所の裁判官による許可状の発付
臨検又は捜索は、ア、イの要件を満たした上で、管轄の裁判所

の裁判官が発する許可状を得て初めて可能となるものであり、裁
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判官への許可状の請求が必要である。
③ 裁判官に対する許可状の請求等
ア 許可状の請求

臨検又は捜索に係る許可状は、臨検しようとする児童の住所又
は居所の所在地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判
所の裁判官に対してこれを請求する。
請求先の窓口等については、各地の裁判所から連絡されること

となっている。
臨検又は捜索に係る許可状の円滑な請求が可能となるよう、当

該請求の際に弁護士等の専門家や警察官ＯＢによる助言等を得る
ことができる体制を整えておくことが適当である。
こうした体制強化については、本指針第６章第３節「児童虐待

防止対策支援事業」に記載している
・ 法的対応機能強化事業
・ スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業
・ 一時保護機能強化事業
・ ２４時間・３６５日体制強化事業
などの積極的な活用を図られたい。

イ 請求書の様式等
裁判官への許可状の請求は書面により行う（別添４参照 。）
なお、日没以降の夜間に臨検又は捜索を行う必要がある場合に

は、当該夜間執行について、併せて請求する必要があることに留
意されたい。また、許可状の有効期間が超過し失効した場合であ
って、特にやむを得ない理由があるときは、裁判官に対し、許可
状の再請求をすることができる。
許可状を請求する場合には、児童虐待防止法第９条の３第３項

の規定により、児童虐待が行われている疑いがあると認められる
資料等を添付することとされている。このため、以下を参考に、
請求書に資料を添付して提出することとされたい。
なお、裁判官が、許可状を発し、又は許可状の請求を却下した

ときは、速やかに、許可状の請求書とともに添付資料も返還され
ることとなる。
(ｱ) 児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料

当該資料としては、近隣住民や保育所等の関係機関からの
聞き取り調書、市町村における対応録の写し、児童相談所に
おける記録（児童記録票その他の調査記録）などが考えられ
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る。
なお、近隣住民等からの聞き取り調書については、供述者

の署名押印があることが望ましいものの、供述者の署名押印
のないものであっても、そのことだけの理由で資料から排斥
されるものではない（この場合であっても聴取者の署名（記
名）押印は必要である 。。）

(ｲ) 臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると
認められる資料
当該資料としては、当該児童の住民票の写し、臨検しよう

とする住居の写真（可能な場合、子ども用の玩具・遊具や洗
濯物など当該住居での児童の生活を示す写真を含む ）など。
が考えられる。

(ｳ) 保護者が児童虐待防止法第９条第１項の立入調査を拒むな
どし、及び同法第９条の２の再出頭要求に応じなかったこと
を証する資料
当該資料としては、出頭要求や再出頭要求、立入調査の実

施報告書の写しなどが考えられる。
(ｴ) その他

他に添付すべき資料としては、事案の概要を記した総括報
告書、児童相談所長が都道府県知事等から権限委任を受けて
許可状を請求する場合にはその根拠となる法令（地方自治法
第153条第２項、各都道府県等で定める条例等）などが考え
られる。

ウ 許可状の交付
許可状の請求を受けた裁判官は、臨検又は捜索に係る許可状発

付の要件の有無を判断し、要件が具備されていると認められる場
合には、都道府県知事等あてに許可状を交付することになる。

④ 処分を受ける者への許可状の提示
都道府県知事等は、当該許可状を臨検又は捜索を行う児童相談所

の職員等に交付するとともに、当該児童相談所の職員等は、臨検又
は捜索を行うに当たり、これらの処分を受ける者、すなわち臨検又
は捜索の対象となる住居又は居所に実際に居住している者に提示し
なければならない。

不在等のため処分を受ける者に許可状を示すことができないとき
は、児童虐待防止法第９条の９第１項又は第２項の規定により臨検
又は捜索に立ち会う者に示さなければならない。
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なお、処分に着手した後、処分を受ける者が現れたときは、その
者に改めて許可状を示すのが適当である。

また、許可状の提示は、相手方に記載内容を閲覧・認識しうる方
法でなされるべきであるが、相手方が閲覧を拒絶するときは、その
まま執行に着手することができる。

⑤ 関係者への身分証明証の提示
児童相談所の職員等は、児童虐待防止法第９条の３第１項による

臨検若しくは捜索又は同条第２項による調査若しくは質問 以下 臨（ 「
検等 ）をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請」
求があったときは、これを提示しなければならない。

⑥ 責任者等の立ち会い
児童相談所の職員等は、臨検又は捜索をするときは、当該児童の

住所若しくは居所の所有者若しくは管理者（これらの者の代表者、
代理人その他これらの者に代わるべき者を含む ）又は同居の親族。
で成年に達した者を立ち会わせなければならない。

この場合において、これらの者を立ち会わせることができないと
きは、その隣人で成年に達した者又はその地の地方公共団体の職員
を立ち会わせなければならない。

なお、上記の所有者若しくは管理者又は同居の親族で成年に達し
、 、た者が立ち会う場合であっても 手続の公正を担保する観点からは

当該臨検又は捜索に市町村等の地方公共団体の職員を立ち会わせる
ことが適切である。

⑦ 臨検又は捜索に当たって可能となる処分等
ア 解錠その他必要な処分

児童相談所の職員等は、臨検又は捜索をするに当たって必要が
、 、 。あるときは 錠をはずし その他必要な処分をすることができる

この「その他必要な処分」の内容・方法は、児童の安全確認又は
安全確保の目的のために必要 小限度において許容されるもので
あり、かつ、その手段・方法も社会通念上妥当なものである必要
がある。

イ 臨検等をする間の出入りの禁止
児童相談所の職員等は、臨検等をする間は、何人に対しても、

許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することがで
きる。

ウ その他
写真撮影等は、必要な程度においてこれを行うことは、臨検、
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捜索等が適正に行われたことや児童の生活状況など虐待の状況を
記録し、第三者に示すために極めて有効と考えられる。

⑧ 夜間の執行の制限
臨検又は捜索は、許可状に夜間でもすることができる旨の記載が

なければ、日没から日の出までの夜間にはしてはならない。
このため、夜間に臨検又は捜索をしようとするときは、裁判官へ

許可状を請求する際、その旨も併せて請求する必要がある。
なお、許可状に夜間でも臨検又は捜索をすることができる旨の記

、 、載がない場合であっても 日没前に臨検又は捜索に着手したときは
日没後でもその処分を継続することができる。

⑨ 警察への援助要請等
児童虐待防止法第９条第１項の立入調査と同様に、必要に応じ、

児童や調査担当者に対する保護者等による加害行為等に対して迅速
な援助が得られるよう、同法第10条の規定により、警察署長に対す

、 。 、る援助の依頼を行い これに基づく適切な連携を行う その際には
状況に応じ遅滞なく子どもの一時保護を行うなど、子どもの福祉を
優先した臨機応変な対応をすべきである。

臨検又は捜索をするに当たって、錠をはずしその他必要な処分を
行うことができることとされているが、これらの実力行使を伴う処
分についても、警察官ではなく児童相談所の職員等が行うこととさ
れていることから、十分な体制を整えるとともに、これらの行為に
ついての保護者の抵抗もあり得ることから、児童や職員の安全に万
全を期すためにも、警察との連携にも一層配意されたい。

また、臨検、捜索等を円滑に実施するためには、同法第９条第１
項の立入調査と同様に、あらかじめ身分証明証を児童相談所の職員
等に交付しておくことが望ましい。

⑩ 記録のあり方
許可状の請求をしたときは、請求の手続、許可状発付後の状況等

を記録する。また、臨検又は捜索をしたときは、児童相談所の職員
等は、これらの処分をした年月日及びその結果を記載した調書を作
成し、立会人に示し、当該立会人とともにこれに署名押印しなけれ
ばならない。ただし、立会人が署名押印せず、又は署名押印するこ
とができないときは、その旨を付記すれば足りる。

⑪ 都道府県知事等への報告
児童相談所の職員等は、臨検、捜索等を終えたときは、その結果

を都道府県知事等に報告しなければならない。
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都道府県知事等は、都道府県等の児童福祉審議会に、臨検若しくは
捜索又はこれに伴う調査、質問の実施状況を報告しなければならな
い。

⑫ 不服審査、行政事件訴訟
臨検等に係る処分については、行政手続法上の不利益処分の手続

は適用されず、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）上の不服
申立てをすることができないとされている。また、行政事件訴訟法
第37条の４の規定による差止めの訴えも提起することができない。

(8) その他 (5) その他
略 略

６．記録及び社会診断 ６．記録及び社会診断
(1) 調査内容は正確、簡潔、客観的に児童記録票に記載し、資料の出所、 (1) 調査内容は正確、簡潔、客観的に児童記録票に記載し、資料の出所、
日時等を明らかにする。また、個別の手続ごとの記録の在り方について 日時等を明らかにする。
は、本指針におけるそれぞれの項目の記述を参照されたい。

(2)～(3) 略 (2)～(3) 略

第４節 診 断 第４節 診 断
略 略

第５節 判 定 第５節 判 定
１ 略 １ 略
２．判定の方法 ２．判定の方法
(1) 略 (1) 略

、 、(2) 過去 警察の捜査状況をもって虐待はないと判断した事例があったが
警察の捜査は虐待の事実認定を行うものではないことから、警察と連携
を図りつつも、児童相談所自らが実施する福祉的側面からの調査に基づ
き判定を行う必要があることに留意する。

(3) 略 (2) 略

３ 略 ３ 略

第６～７節 略 第６～７節 略
略 略
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第４章 援助 第４章 援助
第１節 援助の種類 第１節 援助の種類
(1) 略 (1) 略
(2) 行政処分としての措置を行う場合には、保護者等は行政不服審査法第 (2) 行政処分としての措置を行う場合には 保護者等は行政不服審査法 昭、 （
５条 児童相談所長が措置を行った場合の都道府県等に対する審査請求 和37年法律第160号)第５条（児童相談所長が措置を行った場合の都道府（ ）
又は第６条（都道府県等が措置を行った場合の都道府県等に対する異議 県等に対する審査請求）又は第６条（都道府県等が措置を行った場合の
申し立て）に基づき不服申立てを行うことができる。なお、行政処分と 都道府県等に対する異議申し立て）に基づき不服申立てを行うことがで
しての措置を書面で行う場合には、行政不服審査法第57条により保護者 きる。なお、行政処分としての措置を書面で行う場合には、行政不服審
等に対し、不服申立ての方法等について教示しなければならない。行政 査法第57条により保護者等に対し、不服申立ての方法等について教示し
処分としての措置は、原則として文書により通知する。 なければならない。行政処分としての措置は、原則として文書により通

知する。
(3)～(4) 略 (3)～(4) 略

第２節 在宅指導等 第２節 在宅指導等
２．措置による指導 ２．措置による指導
(1)～(5) 略 (1)～(5) 略
(6) 保護者等に対する指導について (6) 保護者等に対する指導について
ア 略 ア 略
イ この場合において保護者が当該指導を受けないときは、都道府県知 イ この場合において保護者が当該指導を受けないときは、都道府県知

事等は、当該保護者に対し、当該指導を受けるよう勧告を行うことが 事等は、当該保護者に対し、当該指導を受けるよう勧告を行うことが
できることとされており、保護者指導の実効性を確保する観点から、 できることとされており、保護者指導の実効性を確保する観点から、
当該勧告の活用について積極的に検討すべきである。 当該勧告の活用について積極的に検討すべきである。
なお、都道府県知事等が、児童虐待を受けた子どもについて、施設 なお、都道府県知事等が、児童虐待を受けた子どもについて、施設

入所等の措置の解除の可否を判断するに際しては、保護者に対する指 入所等の措置の解除の可否を判断するに際しては、保護者に対する指
導を行うこととされた児童福祉司の意見を聴くこととされている。 導を行うこととされた児童福祉司の意見を聴くこととされている。
また、平成19年の児童虐待防止法の改正において、保護者への指導

の実効性を高めるとともに、児童の心身の安全や適切な養育環境の確
保を図る観点から、都道府県知事の勧告に従わない場合にはさらなる
措置を講じていくことを明確化するため、同法第11条第３項の規定に
より、都道府県知事の勧告について、保護者が従わない場合において
必要があると認めるときは、都道府県知事が一時保護、法第28条第１
項の強制措置（入所・里親委託）その他の必要な措置を講ずる旨が明
記された。
さらに、この措置を講じてもなお、保護者が勧告に従わない事例も

想定されることから、児童相談所長は、児童虐待防止法第11条第３項
の規定による勧告に保護者が従わず、その監護する児童に対し親権を
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行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要に応じ
て、適切に、法第33条の６の規定による親権喪失宣告の請求を行うも
のとされた。
なお、保護者指導に係る詳細については 「児童虐待を行った保護、

者に対する指導・支援の充実について （平成20年３月14日雇児総発」
第0314001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）も参考
とされたい。

ウ 略 ウ 略

３ 略 ３．略

第３節 里親 第３節 里親
１．里親制度の意義 １．里親制度の意義

里親制度の意義は、家庭での養育に欠ける子ども等に、その人格の完 里親制度の意義は、家庭での養育に欠ける子ども等に、その人格の完
全かつ調和のとれた発達のための温かい愛情と正しい理解をもった家庭 全かつ調和のとれた発達のための暖かい愛情と正しい理解をもった家庭
を与えることにより、愛着関係の形成など子どもの健全な育成を図るこ を与えることにより、愛着関係の形成など子どもの健全な育成を図るこ
とであり、児童相談所はその趣旨を十分理解し、本制度の積極的活用に とであり、児童相談所はその趣旨を十分理解し、本制度の積極的活用に
努める。 努める。

特に、父母が死亡した子どもや、父母が長期にわたって行方不明であ 特に、父母が死亡した子どもや、父母が長期にわたって行方不明であ
る子ども等については、里親委託措置を積極的に検討する。 る子ども等については、里親委託措置を積極的に検討する。

２～３ 略 ２～３ 略

４．里親による職業指導 ４．里親による職業指導
(1) 略 (1) 略
(2) 里親による職業指導は、あくまでも子どもの自立を支援することを目 (2) 里親による職業指導は、あくまでも子どもの自立を支援することを目
的として行われなければならず、子どもの労働力の搾取があってはなら 的として行われなければならず、職業指導の名を借りた子どもの労働力
ない。したがって、児童相談所としては、職業指導を行う里親の認定や 搾取がなされるようなことがあってはならない。したがって、児童相談
里親による職業指導を実施するかどうかの判断等を慎重に行うことはも 所としては、職業指導を行う里親の認定や里親による職業指導を実施す
ちろん、里親が職業指導を行う場合には、適宜に職場を訪問するなどし るかどうかの判断等を慎重に行うことはもちろん、里親が職業指導を行
て子どもが置かれている状況等を常に把握し、子どもが里親や職場の他 う場合には、こまめに職場を訪問するなどして子どもが置かれている状
の者から不当な扱いを受けることのないよう十分注意する。 況等を常に把握し、子どもが里親や職場の他の者から不当な扱いを受け

ることのないよう十分注意する。

５．子どもの委託 ５．子どもの委託
(1)～(7) 略 (1)～(7) 略
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(8) 委託後、何らかの事情で他の里親へ委託するなど、措置の内容を変更 (8) 委託後、何らかの事情で他の里親へ委託するなど、措置の内容を変更
する場合には、子どもにとって精神的負担が大きく、心的外傷体験を引 する場合には、子どもにとって精神的負担が大きく、心的外傷体験にな
き起こす危険性があることから、子どもへの影響に十分配慮しつつ行う る危険性があることから、子どもへの影響に十分配慮しつつ行うことが
ことが必要である。 必要である。

６～９ 略 ６～９ 略

１０．その他 １０．その他
①～⑦ 略 ①～⑦ 略
⑧ 平成17年3月25日雇児福発第0325002号「里親家庭への保護を要する ⑧ 平成18年4月3日雇児発0403001号「里親委託推進事業の実施につい

子どもの委託の促進について」 て」
⑨ 平成18年4月3日雇児発0403001号「里親委託推進事業の実施につい
て」

第４節 児童福祉施設入所措置、指定医療機関委託 第４節 児童福祉施設入所措置、指定医療機関委託
１．措置の決定等 １．措置の決定等
(1) 児童福祉施設又は指定医療機関（以下この節において「児童福祉施設 (1) 児童福祉施設又は指定医療機関（以下この節において「児童福祉施設

等」という ）への入所措置又は委託（以下この節において「措置」と 等」という ）への入所措置又は委託（以下この節において「措置」と。 。
いう ）は、一般に「相談～調査・診断～判定～（一時保護）～援助～ いう ）は、一般に「相談～調査・診断～判定～（一時保護）～援助～。 。
終結」と続く一連の相談援助活動の一環であり、慎重な判断に基づき行 終結」と続く一連の相談援助活動の一環であり、慎重な判定に基づき行
う。 う。

(2)～(6) 略 (2)～(6） 略
(7) 平成16年児童福祉法改正法により乳児院及び児童養護施設の年齢要件 (7) 従来、乳児院は、乳児（保健上その他の理由により特に必要のある場

が見直され、乳児院については 「保健上、安定した生活環境の確保そ 合には、おおむね２歳未満の子どもを含む ）を、児童養護施設は、乳、 。
の他の理由により特に必要のある場合」には幼児（概ね２歳未満の幼児 児を除く子どもをそれぞれ入所の対象としていたところであるが、乳児
に限定されない）を、児童養護施設については 「安定した生活環境の 院に入所した児童がおおむね２歳を迎えると児童養護施設への措置変更、
確保その他の理由により特に必要のある場合」には乳児を、それぞれ入 を行わざるを得ず、愛着形成が重要な局面にある一方で、環境への適応
所させることができることとされた。 能力が不十分な時期に生活環境の大きな変化を経験させることとなるた

乳児院における「保健上、安定した生活環境の確保その他の理由によ め、子どもの健やかな成長に深刻な影響を及ぼす場合があることが指摘
り特に必要のある場合」の具体的な例としては、 されていたところである。
ア 子どもに疾病や障害があり、引き続き乳児院で処遇することが適当 このため、平成16年児童福祉法改正法により乳児院及び児童養護施設

であると判断される場合（疾病や障害の内容・程度に鑑み、医療機関 の年齢要件が見直され、乳児院については 「保健上、安定した生活環、
や障害児施設において対応するのが適当な場合は除かれる ） 境の確保その他の理由により特に必要のある場合」には幼児（概ね２歳。

イ 保護者の家庭環境が整備され、ほどなく家庭に引き取られることが 未満の幼児に限定されない）を、児童養護施設については 「安定した、
明らかな場合や、近々に里親委託や養子縁組成立が見込まれる場合 生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合」には乳児を、

ウ きょうだいで別々の施設に措置することが子どもの福祉に反する場 それぞれ入所させることができることとされた。
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合 乳児院における「保健上、安定した生活環境の確保その他の理由によ
等のケアの連続性への配慮が求められる場合等が考えられ、児童養護施 り特に必要のある場合」の具体的な例としては、
設における「安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のあ ア 子どもに疾病や障害があり、引き続き乳児院で処遇することが適当
る場合」の具体的な例としては、 であると判断される場合（疾病や障害の内容・程度に鑑み、医療機関
ア きょうだいで別々の施設に措置することが子どもの福祉に反する場 や障害児施設において対応するのが適当な場合は除かれる ）。

合 イ 保護者の家庭環境が整備され、ほどなく家庭に引き取られることが
イ 小学校就学後も家庭等に引き取られる見込みが極めて低い場合 明らかな場合や、近々に里親委託や養子縁組成立が見込まれる場合
等のケアの連続性への配慮が求められる場合等が考えられる。 ウ きょうだいで別々の施設に措置することが子どもの福祉に反する場

乳児院又は児童養護施設への入所又は継続入所の判断は、職員との愛 合
着関係の形成状況を始めとする子どもの状況や家庭環境の状況、保護者 等のケアの連続性への配慮が求められる場合等が考えられ、児童養護施
や施設長の意見等を踏まえ、児童相談所長が総合的に判断すべきもので 設における「安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のあ
あるが、上記のような具体的な例を含め 「子どもの 善の利益」に資 る場合」の具体的な例としては、、
すると考えられる場合に限り、乳児院への入所及び入所継続措置並びに ア きょうだいで別々の施設に措置することが子どもの福祉に反する場
児童養護施設への入所措置を行うこと。 合

なお、児童養護施設への乳児の措置については、 イ 小学校就学後も家庭等に引き取られる見込みが極めて低い場合
ア 看護師による適切なケアが受けられること 等のケアの連続性への配慮が求められる場合等が考えられる。
イ 乳児院で行われている養育の内容（定時の授乳やおむつ交換等）が 乳児院又は児童養護施設への入所又は継続入所の判断は、職員との愛

行われること 着関係の形成状況を始めとする子どもの状況や家庭環境の状況、保護者
に十分留意する。 や施設長の意見等を踏まえ、児童相談所長が総合的に判断すべきもので

あるが、上記のような具体的な例を含め 「子どもの 善の利益」に資、
すると考えられる場合に限り、乳児院への入所及び入所継続措置並びに
児童養護施設への入所措置を行うこと。

なお、児童養護施設への乳児の措置については、
ア 看護師による適切なケアが受けられること
イ 乳児院で行われている養育の内容（定時の授乳やおむつ交換等）が

行われること
に十分留意する。

(8) 子どもを児童福祉施設等に措置する場合には、子どもや保護者に措置 (8) 子どもを児童福祉施設等に措置する場合には、子どもや保護者に措置
の理由等について十分な説明を行うとともに、入所させようとする児童 の理由等について十分な説明を行うとともに、入所させようとする児童
福祉施設等の名称、所在地、施設の特色、措置中の面会や通信の制限及 福祉施設等の名称、所在地、施設の特色、措置中の面会や通信の制限及

。 、 。 、び措置中の費用に関する事項について子どもや保護者に連絡する また び措置中の費用に関する事項について子どもや保護者に連絡する また
子どもが有する権利や施設生活の規則等についても子どもの年齢や態様 子どもが有する権利や施設生活の規則等についても子どもの年齢や態様
等に応じ懇切に説明するとともに、子ども自身がいつでも電話や来所等 等に応じ懇切に説明するとともに、子ども自身がいつでも電話や来所等
の方法により児童相談所に相談できることを連絡し、施設における苦情 の方法により児童相談所に相談できることを連絡し、施設における苦情
解決の仕組みや社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会への 解決の仕組みや社会福祉協議会に設置される運営適正化委員会への苦情
苦情の申し出などについても説明をする。 の申し出などについても説明をする。
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なお、これらの説明を行う場合には、当該施設等の写真やパンフレッ なお、これらの説明を行う場合には、当該施設等の写真やパンフレッ
ト等を活用するなど、わかり易い媒体手段を工夫するとともに、必要に ト等を活用するなど、わかり易い媒体手段を工夫するとともに、必要に
応じ事前に子どもや保護者に当該施設等を見学させるなど、子ども、保 応じ事前に子どもや保護者に当該施設等を見学させるなど、子ども、保
護者の不安を軽減するための十全の配慮を行うこと。また、既に一部都 護者の不安を軽減するための十全の配慮を行うこと。また、既に一部都
道府県で行われているいわゆる「児童の権利ノート」の活用等も考えら 道府県で行われているいわゆる「児童の権利ノート」の活用等も考えら
れること。 れること。

(9)～(14) 略 (9)～(14) 略

２．入所中の援助 ２．入所中の援助
(1)～(5) 略 (1)～(5) 略
(6) 懲戒に係る権限の濫用や虐待等が疑われる場合 (6) 懲戒に係る権限の濫用や虐待等が疑われる場合

児童福祉施設の長は、監護・教育・懲戒に関し子どもの福祉のため必 児童福祉施設の長は、監護・教育・懲戒に関し子どもの福祉のため必
要な措置を採ることができるが、懲戒に関する権限については、あくま 要な措置を採ることができるが、懲戒に関する権限については、あくま
でも子どもの健全な育成のために認められているものであり、決して濫 でも子どもの健全な育成のために認められているものであり、決して濫
用されるようなことがあってはならない。 用されるようなことがあってはならない。

もとより、児童福祉施設の職員は、入所している子どもに対して、児 もとより、児童福祉施設の職員は、入所してる子どもに対して、児童
童虐待防止法に規定する児童虐待その他子どもの心身に有害な影響を与 虐待防止法に規定する児童虐待その他子どもの心身に有害な影響を与え
える行為をしてはならないものであり、また、児童福祉施設の職員から る行為をしてはならないものであり、また、児童福祉施設の職員から虐
虐待を受けた子どもは、法第25条の通告の対象となるものである。 待を受けた子どもは、法第25条の通告の対象となるものである。

入所している子どもやその保護者から、懲戒に係る権限の濫用や虐待 入所している子どもやその保護者から、懲戒に係る権限の濫用や虐待
等の訴え等があったときや法に基づく通告を受けたときには、あくまで 等の訴え等があったときや法に基づく通告を受けたときには、あくまで
客観的事実の把握に努め、事実に基づく対応をしなければならない。 客観的事実の把握に努め、事実に基づく対応をしなければならない。

その際、その子どもの 善の利益に配慮して適切なケアを行うことと その際、その子どもの 善の利益に配慮して適切なケアを行うことと
し、必要に応じてその子どもの一時保護、措置変更を行うとともに、援 し、必要に応じてその子どもの一時保護、措置変更を行うとともに、援
助上の問題について施設に対し技術的助言、指導を行う。また、再発防 助上の問題について施設に対し技術的助言、指導を行う。また、再発防
止の観点から、必要に応じて児童福祉施設に対する指導権限を有する本 止の観点から、必要に応じて児童福祉施設に対する指導権限を有する本
庁と連携を図りつつ対応することが必要である。 庁と連携を図りつつ対応することが必要である。

なお、都道府県等の行った指導又は助言について、児童福祉施設 低 なお、都道府県等の行った指導又は助言について、児童福祉施設 低
基準（昭和23年厚生省令第63号）第14条の３第３項により、児童福祉施 基準（昭和23年厚生省令第63号）第14条の３第３項により、児童福祉施
設は必要な改善を行わなければならないことが明示されている。 設は必要な改善を行わなければならないことが明示されている。

また、社会福祉法（昭和26年法律第45号）の規定に基づき、苦情の解 また、社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法
決に当たっては、都道府県等の本庁と緊密な連携を図るとともに、施設 律（平成12年法律第11号）の施行に伴い、苦情解決の仕組みが整備され
運営、法人運営について都道府県知事等が改善の勧告や事業の停止命令 たことから、問題の解決に当たっては、都道府県等の本庁と緊密な連携
等の行政処分を検討する際には、児童相談所は子どもの権利擁護の観点 を図るとともに、施設運営、法人運営について都道府県知事等が改善の
から適切な対処に心掛ける。 勧告や事業の停止命令等の行政処分を検討する際には、児童相談所は子

どもの権利擁護の観点から適切な対処に心掛ける。
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(7) 削除 (7) 施設入所中の子どもに関する面会、電話、文書等への対応
① 入所している子どもに関する面会、電話、手紙等の文書等への対応

については、法第47条第２項に規定する施設長の監護、教育、懲戒に
係る権限に基づき行われるが、その子どもの人権に十分配慮しつつ、
その福祉向上の観点から行われる必要がある。

② 児童虐待防止法第12条において、法第28条の規定により家庭裁判所
の承認のもと保護者の意に反して入所した子どもについては、子ども
に対する保護者の監護権や居所指定権などの親権が制限されており、
児童相談所長又は施設長は面会又は通信の制限ができることとされて
いる。

③ 親権を行う者の同意のもとに入所している子どもについて、子ども
にとって 善の方法として面会や電話などを控える必要がある場合に
ついては、その必要のあることを説明する。それでも納得せず強引に
面会を強要し、入所についての同意を撤回する等の場合には、施設長
の連絡により、児童相談所長は、入所中であっても一時保護委託に切
り替え、法第28条の規定に基づく申立てを行い、家庭裁判所の決定に
よって再度入所の措置をとる。
児童虐待防止法第12条の２においても、児童虐待を受けた子どもに

ついて親権を行う者の同意のもとに施設入所等の措置が採られた場合
において、当該虐待を行った保護者が子どもの引渡し又は子どもとの
面会若しくは通信を求め、かつ、これを認めた場合には再び児童虐待
が行われ、又は児童虐待を受けた子どもの保護に支障をきたすと認め
るときは、児童相談所長は、法第28条の規定による施設入所等の措置
を要する旨を都道府県知事等に報告するまでの間、一時保護を行うこ
とができることが規定されている。

(7) 面会・通信の制限
① 対象となる事例

児童虐待防止法第12条により、施設入所等の措置（法第27条第１
項第３号の措置）が採られ、又は一時保護（法第33条第１項若しく
は第２項の規定による一時保護）が行われた場合において、児童虐
待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認め
るときは、児童相談所長及び児童が入所する施設の長は、児童虐待
を行った保護者に対し、児童との面会・通信を制限することができ
る。

② 制限する面会・通信の範囲
児童虐待防止法第12条第１項第１号の「面会」及び同項第２号の
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「通信」の内容はそれぞれ次のとおりである。
ア 面会

例えば、児童が保護されている住所、居所（児童相談所、一時
保護所、施設、里親宅）等に対する訪問、押しかけ等がこれに該
当する。

イ 通信
例えば、児童が保護されている住所、居所（児童相談所、一時

保護所、施設、里親宅）等に対する手紙、ＦＡＸ、宅配便等の送
付、電話、電子メール等がこれに該当する。

③ 面会・通信制限の位置付け及び制限の方法等
ア 面会・通信制限の位置付け

児童虐待防止法上、児童相談所長、施設長のいずれもが面会・
通信を制限することができるとされているが、当該制限は行政処
分に該当すると考えられることから、行政手続法等の対象となる
ものである。面会・通信制限については、児童虐待防止法第12条
に基づく行政処分としての位置づけを持たず「指導」として行う
ものもあり得ることから、行政処分又は指導のどちらの位置付け
で行うべきかについて実状に応じて判断し、対応する。

イ 制限の方法
行政処分としての面会・通信制限を行うときは、行政手続法第

13条第１項第２号の規定により、弁明の機会を付与することが必
要とされているとともに、同法第14条、第29条第１項及び第30条
の規定により、書面により、根拠条項、処分の要件に該当する原
因となる事実等の処分の理由を提示することが必要とされてい
る。ただし、後述するような夜間等の緊急の場合に当該制限を行
う場合には、同法第13条第２項第１号の規定により、弁明の機会
の付与の手続を省略して差し支えない。
なお、強制入所等（法第28条の規定による施設入所等の措置を

いう。以下同じ ）の事案であって、児童虐待防止法第12条の４。
による接近禁止命令を発する可能性のあるものについては、本法
の規定に基づき行政処分として面会及び通信の全部を制限してい
ることが、同命令を発する要件とされていることを十分考慮され
たい。
施設長が、指導にとどまらず、児童虐待防止法第12条の規定に

より行政処分として面会・通信制限を行うことについては、
・ 一般的には、児童相談所長が当該制限を行うことで足りると
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考えられること
・ 面会・通信の全部が制限されていることが同法第12条の４第
１項の規定による罰則を伴う接近禁止命令の要件となること

等から慎重になされるべきであり、当該制限の必要がある場合に
は、児童相談所長がこれを行う。
しかしながら、児童が施設に保護されている場合であって、夜

間等で児童相談所長が行政処分としての制限を行う暇のない緊急
の事例に該当するときは、必要に応じて、施設長が短期間の期限
を設定し、書面により行政処分としての制限を行うこと（別添７
参照 。ただし、当該書面において、当該面会・通信制限の要件）
に該当する事実など面会・通信制限の処分の理由を正確に把握
し、記述する時間的余裕がない場合には、行政手続法第14条の規
定により、事後、相当の期間内に、これを書面で示すことが必要
とされている。
施設長が行政処分としての制限を行った場合、施設長は、事後

速やかに児童相談所長に、児童虐待防止法第12条第２項の規定に
基づき、当該制限を行うに至った経緯、理由、状況等を書面によ
り通知することとし、これを受けて、児童相談所長は、施設長に
より設定された面会・通信制限の期限を踏まえつつ、当該制限を

、 、継続する必要があれば 保護者に対し弁明の機会を付与した上で
書面により制限を行う。
児童相談所長は、施設に入所している児童に係る面会・通信制

限の実施又は解除を行うに当たっては、施設長又は里親と十分協
、 、 、議し その意見を踏まえた上で これを行うこととするとともに

当該制限の実施又は解除を行った場合、その旨を当該施設長又は
里親に連絡する。
また、児童相談所長は、制限の実施又は解除を行った場合、都

道府県知事にその旨を通知する。施設長から制限の実施又は解除
を行った旨の通知があったときも、同様に都道府県知事に通知す
る。

ウ 面会・通信制限の決定通知書の記載事項
面会・通信制限の決定通知書には、次の事項を記載する（別添

５参照 。）
(ｱ) 制限を行う根拠及び制限事項

児童虐待防止法第12条第１項に基づき、同項第１号及び第２
号に掲げられた面会又は通信の行為の全部又は一部について制
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限する旨を記載する。
(ｲ) 制限を受ける者

制限を受ける者の住所、氏名、生年月日を記載する。
(ｳ) 制限する理由

当該制限を行う理由を記載する。なお、所定の欄に記載し得
ないときは、適宜の用紙に記載の上添付して差し支えない。

(ｴ) 対象となる児童
児童の住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。
なお、保護者が児童の保護先を知らず、児童を保護するため

必要な場合は、児童の住所又は居所の記載を省略することとし
て差し支えない。

(ｵ) 連絡先住所、電話番号等
制限を行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載

する。
(ｶ) 注意事項

行政不服審査法上の不服申立てができる旨及び申立先等を教
示する。

④ 面会・通信制限の解除
ア 解除の検討

面会・通信制限については、その必要性がないと認める場合に
は、速やかに当該制限を解除することとし、少なくとも概ね６か
月ごとに、当該制限の必要性について検討する。

イ 解除の方法
面会・通信制限を行政処分として実施する場合、手続の適正を

担保するため、当該処分の解除については、書面で保護者に通知
する。
なお、後述する接近禁止命令を発出している場合に、当該面会

・通信制限を解除したときは、接近禁止命令の効力が失われるこ
ととなることに十分留意する。また、③のイの記載どおり、制限
を解除した場合、その旨を都道府県知事に通知する。施設長から
制限を解除した旨の通知があったときも同様とする。

ウ 面会・通信制限の解除決定通知書の記載事項
面会・通信制限の解除決定通知書には 次の事項を記載する 別、 （

添６参照 。）
(ｱ) 制限を行った根拠及び解除される制限事項

児童虐待防止法第12条第１項に基づき、同項第１号及び第２
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号に掲げられた面会又は通信の行為の全部又は一部について行
った制限について、解除する旨を記載する。

(ｲ) 制限を受けている者
制限を受けている者の住所、氏名、生年月日を記載する。

(ｳ) 制限を解除する理由
当該制限を解除する理由を記載する。なお、所定の欄に記載

、 。し得ないときは 適宜の用紙に記載の上添付して差し支えない
(ｴ) 対象となる児童

児童の住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。
なお、保護者が児童の保護先を知らず、児童を保護するため

必要な場合は、児童の住所又は居所の記載を省略することとし
て差し支えない。

(ｵ) 連絡先住所、電話番号等
制限を解除する児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を

記載する。
⑤ 児童の住所又は居所の非開示

、 、強制入所等が採られ 又は一時保護が行われている場合において
保護者に対して児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、再び
児童虐待が行われるおそれがあり、又は児童の保護に支障を来すお
それがあると認めるときは、児童相談所長は児童の住所又は居所を
明らかにしないものとされている。

非開示の方法に特段の規制はないが、事後の紛議等に備え、通知
した年月日、当該処分の理由等を必ず記録する。

(8) 接近禁止命令
、 、都道府県知事等は 児童に強制入所等の措置を行った場合であって

特に必要があるときは、保護者に対し、期間を定めて、児童へのつき
まといや児童の居場所付近でのはいかいの禁止を命令できる。
また、保護者が当該禁止命令に違反した場合、児童虐待防止法第17

条の規定により、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると
されている。
① 接近禁止命令の要件

次のいずれにも該当することが要件とされている。
ア 強制入所等が採られていること。
イ 児童虐待防止法第12条第１項に基づき、児童との面会及び通信

の全部が制限されていること。
ウ 児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため特に必
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要があると認められること。
② 聴聞手続

接近禁止命令を発する場合には、児童虐待防止法第12条の４第２
項の規定により、聴聞を行わなければならないとされている。

聴聞は、都道府県知事等が、行政手続法第３章第２節の規定に従
って行うものであるが、具体的な手続については、同法の規定によ
るほか、各自治体の聴聞規則等に基づいて行う。

③ 接近禁止命令の手法等
ア 接近禁止命令の内容
(ｱ) つきまとい

「児童の身辺につきまとい」とは、保護者がしつこく児童の
行動に追随することをいう。

(ｲ) はいかい
「はいかい」とは、保護者が理由もなく児童の住居などその

通常所在する場所の付近をうろつくことをいう。
この「はいかい」については、児童の住所若しくは居所、学

校等のほか、通学路など児童が日常生活又は社会生活を営むた
めに通常移動する経路の付近についても行ってはならないとさ
れている。また、児童本人が不在の場合であっても、その通常
所在する場所の付近をはいかいすることは、具体的事実関係に
もよるが、接近禁止命令に違反すると考えられる。

なお 「その通常所在する場所」については、保護者がはい、
かいをした時点において、その場所に児童が通常所在するかど
うかによって、判断されると考えられる。

イ 期間設定の考え方
(ｱ) 期間

接近禁止命令は、６月を超えない期間を定めて行うこととさ
れている。この場合、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護に関する法律（平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止
法」という ）第10条に規定する保護命令では、一律６月の期。
間設定がなされているが、児童虐待防止法においても、基本的
に、命令の期間を６月と設定する。

ただし、保護者との関係、児童の状態等を慎重に判断した上
、 、で 接近禁止命令の必要性がなくなったと認められる場合には

６月未満で解除することも考えられる。
命令の具体的な期間の設定については、その始期及び終期を
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定めることによりこれを行うこととし、その始期は命令書の作
成日付と同日とする。また、６月の計算に当たっては、初日を
算入する。

有効期間は、児童の保護のため特に必要がある場合には、６
月を超えない期間を定めて更新することができるとされている
が、この場合においても、聴聞の手続を経たうえで、再度命令
を発する必要がある。

(ｲ) 命令の効力
命令は、保護者が命令を受けた時点でその効力を生じ、(ｱ)

の期間の末日の経過をもってその効力を失う。
ウ 命令書の交付方法

接近禁止命令を行うときは、エで定める必要事項を記載した命
令書を交付しなければならない。これは、命令に係る期間を更新
する場合も同様である。
命令書は、命令を受ける保護者を呼び出して、直接交付するこ

とを原則とし、呼び出しに応じない場合は、保護者を訪問し、直
接交付すること。その際には、命令を受ける保護者に対して、接
近禁止命令に違反した場合には処罰されることがある旨を説明す
るとともに、できる限り命令書の受領書を徴する。
また、職員が保護者を訪問し命令書を直接交付しようと努めて

も、保護者が職員との接触を避けることなどにより、やむを得ず
これを行うことができない事例については、第３章第３節５(4)
イに定める保護者が呼びかけに全く応じないような事例に係る出
頭要求の告知書の取扱いと同様に、命令書を郵便受箱等の適切な
箇所に差し入れ、その状況を写真等で記録するとともに、事前の
電話連絡若しくは玄関先での呼びかけ又は当該命令書が含まれる
旨の封筒への記載を行う。
なお、命令書の交付の状況（命令書の受取りを拒否された場合

を含む ）については、必ず報告書を作成し、記録を保管する。。
エ 命令書の記載事項、様式

命令書には、次の事項を記載する（別添８参照 。）
(ｱ) 命令を行う根拠

命令を行う法令上の根拠を記載する。
(ｲ) 命令を受ける者

命令を受ける者の住所、氏名、生年月日を記載する。
(ｳ) 命令の内容
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児童虐待防止法第12条の４に基づく当該命令の内容として、
都道府県知事等が特に必要と認める場合を除き、アのつきまと
い又ははいかいをしてはならない旨を命じること。

(ｴ) 命令をする理由
命令をする理由を記載する。なお、所定の欄に記載し得ない

ときは、適宜の用紙に記載の上添付して差し支えない。
(ｵ) 命令の有効期間

命令の有効期間を記載する。
(ｶ) 対象となる児童

児童の住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。
なお、保護者が児童の保護先を知らず、児童を保護するため

必要な場合は、児童の住所又は居所の記載を省略することとし
て差し支えない。

(ｷ) 連絡先住所、電話番号等
制限を行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載

する。
(ｸ) 注意事項

本命令（命令に係る期間が更新された場合の当該命令を含
む ）に違反した場合、児童虐待防止法第17条の規定により、。
１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあ
ることを明記しておく。

また、行政事件訴訟法の取消訴訟を提起することができる旨
等を教示する。

④ 接近禁止命令の効力を失う場合
接近禁止命令の要件たる強制入所等の措置が解除、停止又は他の

措置への変更がされた場合や、児童虐待防止法第12条第１項の面会
・通信制限の全部又は一部が行われなくなった場合、当該命令はそ
の効力を失うこと等とされている。

⑤ 接近禁止命令の必要性がなくなった場合の取消し方法
接近禁止命令をした場合において、その必要がなくなったと認め

、 、 、るときは 当該命令を取り消すことが必要とされており この場合
書面によりこれを行う。

命令の取消書においては、次の事項を記載する（別添９参照 。）
ア 命令を取り消す根拠

命令を取り消す根拠法を記載する。
イ 命令を取り消される者
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命令を取り消される者の住所、氏名、生年月日を記載する。
ウ 命令の内容

児童虐待防止法第12条の４に基づく当該命令の内容を記載する。
エ 命令を取り消す理由

命令を取り消す理由を記載する。なお、所定の欄に記載し得な
いときは、適宜の用紙に記載の上、添付して差し支えない。

オ 対象となる児童
児童の住所又は居所、氏名、性別、生年月日を記載する。
なお、保護者が児童の保護先を知らず、児童を保護するため必

要な場合は、児童の住所又は居所の記載を省略することとして差
し支えない。

カ 連絡先住所、電話番号等
取消しを行う児童相談所の住所、電話番号、担当窓口等を記載

する。
⑥ 命令発出後の警察等関係機関との連携
ア 警察との連携

要保護児童対策地域協議会などの場を活用して、接近禁止命令
違反認知時の対応等について協議を行っておく。
警察の対応窓口については、児童の住所又は居所を管轄する都

道府県警察本部少年担当課とし（指定都市、児童相談所設置市に
おける場合も含む 、緊急時の対応、相互の連携体制、接近禁。）
止命令違反の認知の際の対応等に関して、必要な事項を協議して
おくとともに、命令を発出し、又は命令を取り消した場合には、
その旨を連絡する。
また、特に、児童が里親宅にいる場合には、児童虐待防止法第

12条第３項の規定により児童の住所又は居所を非開示とするな
ど、必要に応じて里親の住所、氏名等が児童虐待を行った保護者
に認知されないよう万全を期すとともに、保護者による里親等へ
の加害行為が予想される事例については、パトロールの強化等必
要な措置を依頼しておく。

イ 学校等関係機関との連携
児童が通学、通園する学校、幼稚園等への保護者の訪問、通学

路等の付近のはいかいも想定されることから、学校等関係機関に
対し、当該児童の保護者に接近禁止命令が発せられている旨及び
その内容を説明するとともに、接近禁止命令違反を認知した場合

、 。 、 、の対応等を あらかじめ十分協議しておく また 必要に応じて
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市町村、児童委員等関係機関の協力も得ることとする。
ウ 都道府県をまたぐ場合の措置

施設入所等の措置を行った場合で、措置を行った児童相談所を
管轄する都道府県と異なる都道府県内に児童を保護する際には、
児童の住所又は居所が管轄を超えることとなるため、当該措置を
行った児童相談所長は、都道府県主管課（指定都市、児童相談所

。 。）設置市においてはそれぞれの主管課 以下このウにおいて同じ
に報告し、同主管課は児童の住所又は居所を管轄する都道府県主
管課に当該接近禁止命令の内容、児童及び保護者の氏名等につい
て連絡する。
また、連絡を受けた児童の住所又は居所を管轄する都道府県主

管課は、児童の住所又は居所を管轄する都道府県警察本部少年担
当課と、緊急時の対応、相互の連携体制、接近禁止命令違反認知
時の際の対応等に関して、必要な事項を協議しておく。
また、上記の場合、警察以外の関係機関との連携も必要となる

ことから、措置を行った児童相談所と現に児童が入所している施
設等の所在地を管轄する児童相談所において、当該関係機関の連
携について協議し、その結果を踏まえ、原則として後者の児童相
談所がイの対応を行う。

エ 命令違反認知時の措置
保護者による命令違反を認知した場合は、速やかに警察に通報

する。その際、保護者がつきまとい、はいかいをした状況をでき
る限り記録・証拠化しておく。

(9) 同意入所等の場合の一時保護等
児童虐待防止法第12条の２第１項の規定により、同意入所等（施設

、 。 。）入所等の措置であって 法第28条の規定によるものを除く 以下同じ
が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を
引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められ
るにもかかわらず、当該保護者が児童の引渡しを求めること、当該保
護者が面会・通信制限に従わないことその他の事情から当該児童につ
いて当該施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反し、これ
を継続することが困難であると認めるときは、強制入所等への移行を
前提として、法第28条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都
道府県知事等に報告するまでの間、一時保護を行うことができる。
児童虐待防止法第12条の３の規定は、同意入所等を経ないで一時保

護が行われている場合が想定されているものであるが、同法第12条の
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２と同様の趣旨で、強制入所等に移行できるよう設けられているもの
である。
なお、一時保護をしている子どもについては、児童虐待防止法第12 なお、一時保護をしている子どもについて、家庭裁判所に対し法第

条に基づき保護者に対する面会・通信の制限が可能であるが、家庭裁 28条第１項の規定に基づく承認に関する審判を申し立てた場合は、家
判所に対し法第28条第１項の規定に基づく承認に関する審判を申し立 庭裁判所は、審判前の保全処分として、承認に関する審判が効力を生
て、かつ、児童虐待防止法第12条第１項各号に掲げる行為の全部が制 ずるまでの間、保護者について子どもとの面会又は通信を制限するこ
限されている場合において、児童の保護のため必要があると認めると とができるので、保護者に対し説得を重ねたり毅然とした対応をとっ
きは、家庭裁判所は、特別家事審判規則第18条の２の規定による審判 てもなお子どもの保護に支障をきたすと認められる場合などには、本
前の保全処分として、承認に関する審判が効力を生ずるまでの間、保 保全処分の申立てを検討する。
護者について子どもの住所若しくは居所、就学する学校その他の場所

、 、において子どもの身辺につきまとい 又は子どもの住所若しくは居所
就学する学校その他その通常所在する場所（通学路その他の当該子ど
もが日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経路を含む ）。
の付近をはいかいすることを禁止することができるので、保護者に対
し説得を重ねたり毅然とした対応をとってもなお子どもの保護に支障

、 。をきたすと認められる場合などには 本保全処分の申立てを検討する

３．措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長 ３．措置の解除、停止、変更及び在所期間の延長
(1) 基本的事項 (1) 基本的事項
ア 略 ア 略
イ 特に、措置の解除等について、保護者と子どもとの意向が異なる可 イ 特に、措置の解除等について、保護者と子どもとの意向が異なる可

能性がある場合には、子ども本人と面接し、その意向を聴取する等実 能性がある場合には、子ども本人と面接し、その意向を聴取する等実
情を十分調査する必要がある。その際、子どもの措置の解除等の後の 情を十分調査する必要がある。その際、子どもの措置の解除等の後の
援助についても十分考慮し、保護者、児童福祉施設等、福祉事務所等 援助についても十分考慮し、保護者、児童福祉施設等、福祉事務所等
の長等と調整する必要がある。 の長等と調整する必要がある。
児童虐待を理由として施設に入所した場合については、措置の解除 児童虐待を理由として施設に入所した場合については、措置の解除

に当たって、虐待を行った保護者に対する指導の進捗状況を踏まえて に当たって、虐待を行った保護者に対する指導の進捗状況を踏まえて
判断する必要がある。このため、その措置の解除に当たっては、保護 判断する必要がある。このため、その措置の解除に当たっては、保護
者の状況が十分改善しているかどうかを勘案する観点から、都道府県 者の状況が十分改善しているかどうかを勘案する観点から、実際に指
知事は、施設入所等の措置を解除するに当たっては、児童虐待を行っ 導を行った児童福祉司等の意見を聴取しなければならないこととされ
た保護者の指導に当たった児童福祉司等の意見を聴くとともに、当該 ている（児童虐待防止法第13条 。）
保護者に対し採られた措置の効果、児童虐待が行われることを予防す
るために採られる措置について見込まれる効果等を勘案しなければな
らないものとされた（児童虐待防止法第13条 。）
なお、その詳細については 「児童虐待を行った保護者に対する指、

導・支援の充実について （平成20年３月14日雇児総発第0314001号」
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厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知」を参考とされたい。
ウ～オ 略 ウ～オ 略

(2)～(5) 略 (2)～(5) 略

４～５ 略 ４～５ 略

第５～６節 略 第５～６節 略

第７節 家庭裁判所送致 第７節 家庭裁判所送致
１．法第27条第１項第４号の規定に基づく送致 １．法第27条第１項第４号の規定に基づく送致
(1)～(2) 略 (1)～(2) 略
(3) 家庭裁判所の審判に付することが適当と認められる例として以下に掲 (3) 家庭裁判所の審判に付することが適当と認められる例として以下に掲
げる場合がある。 げる場合がある。
① 略 ① 略
② 児童自立支援施設入所児童等を少年法第24条第１項第３号の保護処 ② 14歳以上の児童自立支援施設入所児童等を少年法第24条第１項第３

分により少年院に入院させることが相当と認められる場合 号の保護処分により少年院に入院させることが相当と認められる場合
③ 略 ③ 略

(4) 略 (4) 略
(5)（前略）このため、児童相談所においては、事件を家庭裁判所へ送致 (5)（前略）このため、児童相談所においては、事件を家庭裁判所へ送致
したかどうか等の結果について警察に直ちに通知（別添10）することが したかどうか等の結果について警察に直ちに通知（別添様式）すること
必要である。 が必要である。

２ 略 ２ 略

第８節 家庭裁判所に対する家事審判の申立て 第８節 家庭裁判所に対する家事審判の申立て
１．法第28条の規定に基づく承認に関する審判の申立て １．法第28条の規定に基づく承認に関する審判の申立て
(1)～5） 略 (1)～5） 略
(6) この承認（措置の期間の更新に際しての承認を含む ）は家事審判法 (6) この承認（措置の期間の更新に際しての承認を含む ）は家事審判法。 。

（ ） 、（昭和22年法律第152号）第９条第１項甲類に規定する事項とみなされ 昭和22年法律第152号 第９条第１項甲類に規定する事項であるから
るから、申立てをするには家事審判規則（昭和22年 高裁判所規則第15 申立てをするには家事審判規則（昭和22年 高裁判所規則第15号）第２
号）第２条及び特別家事審判規則（昭和22年 高裁判所規則第16号）第 条及び特別家事審判規則（昭和22年 高裁判所規則第16号）第18条の規
18条の規定に従い、申立ての趣旨及び事件の実情、法第27条第１項第３ 定に従い、申立ての趣旨及び事件の実情、法第27条第１項第３号の措置
号の措置が適切である理由やその子どもに係る援助指針、施設入所後の が適切である理由やその子どもに係る援助指針、施設入所後の自立支援
自立支援計画などの書類 措置期間の更新の場合は保護者指導の効果 こ 計画などの書類（措置期間の更新の場合は保護者指導の効果（これまで（ （
れまでの保護者指導措置の経過や保護者の現状等）などを明らかにする の保護者指導措置の経過や保護者の現状等）などを明らかにする書類を
書類を含む ）とともに、証拠書類がある場合にはそれも添えて子ども 含む ）とともに、証拠書類がある場合にはそれも添えて子どもの住所。 。
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の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行う （後略） 地を管轄する家庭裁判所に対して行う （後略）。 。
(7)～(11) 略 (7)～(11) 略

２．親権喪失宣告の請求及び保全処分（親権者の職務執行停止及び職務代 ２．親権喪失宣告の請求及び保全処分（親権者の職務執行停止及び職務代
行者選任）の申立て 行者選任）の申立て

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略
(4) なお、親権喪失宣告の請求についての審判があるまでの間、緊急に児 (4) なお、親権喪失の審判があるまでの間、緊急に児童等を保護する必要

童等を保護する必要がある場合には、家事審判規則第74条第１項に基づ がある場合には、家事審判規則第74条第１項に基づく審判前の保全処分
く審判前の保全処分（親権者の職務執行停止及び職務代行者選任）の申 （親権者の職務執行停止及び職務代行者選任）の申立てを検討する。
立てを検討する。

(5) この申立ては本来の親権喪失宣告事件が審理される家庭裁判所に所定 (5) この申立ては本来の親権喪失事件が審理される家庭裁判所に所定の様
の様式によって児童相談所長名で行う。この際、申立ての趣旨及び実情 式によって児童相談所長名で行う。この際、申立ての趣旨及び実情とし
として、親権の濫用又は著しく不行跡である状況を明らかにするととも て、親権の濫用又は著しく不行跡である状況を明らかにするとともに、
に、緊急に親権を停止し子どもの安全を確保することの必要性を明らか 緊急に親権を停止し子どもの安全を確保することの必要性を明らかに
にし、それを証明する書類がある場合にはそれを添付する。 し、それを証明する書類がある場合にはそれを添付する。

(6) 児童虐待防止法第11条第５項の規定により、児童相談所長は、同法第
11条第３項の規定による勧告に保護者が従わず、その監護する児童に対
し親権を行わせることが著しく当該児童の福祉を害する場合には、必要
に応じて、適切に、法第33条の６の規定による親権喪失宣告の請求を行
うものとされている。このため 「児童虐待を行った保護者に対する指、
導・支援の充実について （平成20年３月14日雇児総発第0314001号厚」
生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知）も踏まえつつ、適切に親
権喪失宣告の請求を行う。

３．未成年後見人選任・解任の請求 ３．未成年後見人選任・解任の請求
(1) 未成年後見人選任 (1) 未成年後見人選任
① 未成年後見人選任の請求は、親権を行う者及び未成年後見人がいな ア 未成年後見人選任の請求は、親権を行う者及び未成年後見人がいな

い場合又はこれらの者が権限を行使することが事実上不可能なときの い場合又はこれらの者が権限を行使することが事実上不可能なときの
２つの場合に行う。 ２つの場合に行う。

② これらに該当する児童等を単に保護する場合には選任を請求する必 イ これらに該当する児童等を単に保護する場合には選任を請求する必
要はないが、特に財産管理の必要がある場合、養子縁組等の法律行為 要はないが、特に財産管理の必要がある場合、養子縁組等の法律行為
を行う場合には請求を行う。 を行う場合には請求を行う。

③ この請求は、以下のように行う。なお、未成年後見人の選任の請求 ウ この請求は、後見される児童等の住所地を管轄する家庭裁判所に所
は、親権喪失宣告の請求と併せて行われることもあり得るが、その場 定の様式によって児童相談所長名で行う。
合、必ずしも同時期にこれらの手続を進めることが求められているわ
けではないことから、事態の緊要度などを総合的に考慮した上で、親
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権喪失宣告の請求後の適切な時期に未成年後見人選任の請求を行われ
たい。
ア 申立権者

民法第840条の規定によって、家庭裁判所は、未成年被後見人又
はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選
任することになるが、ここでは法第33条の７の規定により、児童相
談所長が申立てを行うことを想定している。

イ 申立ての対象となる家庭裁判所
未成年後見人の選任請求に係る児童の住所地の家庭裁判所に申立

てを行うものとされている。
ウ 申立書の記載事項

申立書には、次の事項を記載する。
(ｱ) 申立人（児童相談所長）の氏名、職名、児童相談所の所在地及

び連絡時に用いる電話番号
(ｲ) 事件本人（児童）の本籍、住所、氏名
(ｳ) 申立ての趣旨及び実情
(ｴ) 取扱経緯
(ｵ) 未成年後見人候補者
(ｶ) その他必要な事項

なお、次の(2)の制度で想定されている事例等においては、未成
年後見人候補者は、これを探しても見つからなかった場合、空欄に
して申立てを行うことができる。この場合においては、候補者を探
したが見つからなかった旨等の対応記録を明示した理由書を添付す
る。

エ 添付書類
次の資料を添付する。

(ｱ) 事件本人（児童）の戸籍謄本及び住民票の写し
(ｲ) 児童相談記録その他の調査記録
(ｳ) 未成年後見人の候補者の戸籍謄本等又は未成年後見人の候補者

を掲げることができないことに係る上記ウ(ｵ)の理由書
(ｴ) 関係者の陳述書
(ｵ) その他申立書の内容を補完する資料

(2) 未成年後見人請求の間の親権の代行
平成19年の児童福祉法の改正により、法第33条の７第２項の規定によ

り、児童相談所長は、未成年後見人の選任の請求がされている児童等に
対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行
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うものとされた。この具体的な取扱いについては、次のとおりとされた
い。
① 想定される事例

未成年後見人の選任の請求がなされている児童であって、親権を行
う者又は未成年後見人がおらず、施設入所中ではない事例を対象とし
て想定している。具体的には、
ア 児童に多額の財産があり、親権を行う者又は未成年後見人がある
に至るまでの間、児童相談所長が財産の管理を行う必要がある場合

イ 親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、医療行為
が必要となり、児童相談所長が医療行為の同意をする必要がある場
合

などが想定される。
② 縁組承諾に係る都道府県知事等の許可手続

児童相談所長が、未成年後見人の選任請求がなされている児童に対
して親権を行っている場合に、縁組の承諾をしようとするときは、都
道府県知事等の許可を得る必要があるとされている。このため、以下
の事項を具し、都道府県知事等に対し許可の申請を行う。
ア 養子にしようとする児童の本籍、氏名、年令及び性別
イ 養親になろうとする者の本籍、住所、氏名、年令、性別及び職業
ウ 養親になろうとする者の家庭の状況
エ 縁組を適当とする理由
オ 養子及び養親の戸籍謄本
カ その他必要と認める事項
都道府県知事等は、縁組承諾の申請を受理したときは、当該縁組が

、 、 、 、適当であるかどうかを調査して 速やかに 許否の決定を行い かつ
その旨を書類をもって通知しなければならない。

(3) 略 (2) 略

第５章 一時保護 第５章 一時保護
第１～２節 略 第１～２節 略
第３節 一時保護所の運営 第３節 一時保護所の運営
１～６ 略 １～６ 略
７．子どもに関する面会、電話、文書等への対応 ７．子どもに関する面会、電話、文書等への対応
(1) 略 (1) 略
(2) 保護者等による虐待等のために保護者等の同意が得られずに一時保護 (2) 保護者等による虐待等のために保護者等の同意が得られずに一時保護
した子どもについて、保護者等が面会や引取りを求めてきた場合には、 した子どもについて、保護者等が面会や引取りを求めてきた場合には、



- 39 -

改 正 後 現 行

児童相談所長又は都道府県知事等が必要と認める場合には、子どもの親 児童相談所長又は都道府県知事等が必要と認める場合には、子どもの親
権を行う者又は未成年後見人の同意が得られない場合でも、また、家庭 権を行う者又は未成年後見人の同意が得られない場合でも、また、家庭
裁判所の決定によらない場合でも一時保護を行うことができるとされて 裁判所の決定によらない場合でも一時保護を行うことができるとされて
いる（昭和36年６月30日児発第158号 。 いることから（昭和36年６月30日児発第158号 、これを拒む等、子ど） ）

また、児童虐待防止法第12条の規定により、一時保護及び同意入所の もの福祉を 優先した毅然とした対応を行う。
場合にも、強制入所等の措置の場合と同様に、児童相談所長等は、児童 また、一時保護している子どもについて、家庭裁判所に対し法第28条
虐待を行った保護者について当該児童との面会又は通信を制限すること 第１項の規定に基づく承認に関する審判を申し立てた場合は、家庭裁判
ができるものとされた。あわせて、施設入所等の措置が採られ、又は一 所は、審判前の保全処分として、承認に関する審判が効力を生ずるまで
時保護が行われている場合に、保護者に対して児童の住所又は居所を明 の間、保護者について子どもとの面会又は通信を制限することができる
らかにしたとすれば、再び児童虐待が行われるおそれがあり、又は児童 ので、保護者に対し説得を重ねたり毅然とした対応をとってもなお子ど
の保護に支障を来すおそれがあると認めるときは、児童相談所長は児童 もの保護に支障をきたすと認められる場合などには、本保全処分の申立
の住所又は居所を明らかにしないものとされた。 てを検討する。

このため、保護者等が面会や引取りを求めてきた場合には、これを拒 なお、保護者等の強引な面会や引取りに対しては、必要に応じ、子ど
む等、子どもの福祉を 優先した毅然とした対応を行う。 も又は担当者に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得ら

なお、保護者等の強引な面会や引取りに対しては、必要に応じ、子ど れるよう、警察に対し、児童虐待防止法第10条に準じた対応を依頼する
も又は担当者に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得ら のが適当である。
れるよう、警察に対し、児童虐待防止法第10条に準じた対応を依頼する
のが適当である。

(3) 略 (3) 略
８～10 略 ８～10 略

第４～５節 略 第４～５節 略

第６章 事業に係る留意事項 第６章 事業に係る留意事項
第１～２節 略 第１～２節 略

第３節 児童虐待防止対策支援事業 第３節 児童虐待防止対策支援事業
１ 略 １ 略
２．事業内容 ２．事業内容
(1) 略 (1) 略
(2) 法的対応機能強化事業 (2) 法的対応機能強化事業

保護者からの反発や暴力を受けることや保護者とトラブルになること 保護者からの反発や暴力を受けることや保護者とトラブルになること
も多く、子どもの安全な身柄保護やそれ以降の継続援助が極めて困難に も多く、子どもの安全な身柄保護やそれ以降の継続援助が極めて困難に
なるため、弁護士、警察官ＯＢ等による司法的な調整や援助を得ること なるため、弁護士による司法的な調整や援助を得ることにより、児童相
により 児童相談所の援助を円滑に行うことができるものとする なお 談所の援助を円滑に行うことができるものとする。なお、弁護士等の役、 。 、
弁護士等の役割は、次に掲げるいずれかの業務を行うものとする。 割は以下のとおり。
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ア 児童相談所が児童虐待等の相談を受理した際、必要に応じて法的 ア 児童相談所が児童虐待等の相談を受理した際、必要に応じて法的
対応に関する助言や関係者との調整を行うものとする。 対応に関する助言や関係者との調整を行うものとする。

イ 法的申立を行うなど、司法的対応が必要となる場合には、保護者 イ 法的申立を行うなど、司法的対応が必要となる場合には、保護者
等、家庭裁判所及び関係機関との調整を行うものとする。または、 等、家庭裁判所及び関係機関との調整を行うものとする。
臨検又は捜索に係る許可状の請求等に当たって、その円滑な請求等
が可能となるよう助言等を行うものとする。

(3) スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業 (3) スーパーバイズ・権利擁護機能強化事業
高度な専門性をもった学識経験者や警察官ＯＢ等の実務経験者からの 高度な専門性をもった学識経験者や実務経験者からの援助を受けるこ

援助を受けることにより、児童相談所におけるスーパーバイズ・権利擁 とにより、児童相談所におけるスーパーバイズ・権利擁護機能を強化す
護機能を強化するものである。なお、学識経験者等の役割は、次に掲げ るものである。なお、学識経験者等の役割は以下のとおり。
るいずれかの業務を行うものとする。 ア 多問題家族、施設内虐待など高度な専門的対応や組織的な対応が

ア 多問題家族、施設内虐待など高度な専門的対応や組織的な対応が 必要となるケースについて、その家族及び施設入所中の子ども（一
必要となるケースについて、その家族及び施設入所中の子ども（一 時保護中の子どもを含む ）に対し、専門的技術的助言・指導等を。
時保護中の子どもを含む ）等に対し、専門的技術的助言・指導等 行うものとする。。
を行うものとする。また、臨検又は捜索に係る許可状の請求等に当
たって、その円滑な請求等が可能となるよう助言等を行うものとす
る。

イ 施設における援助状況の実態把握・評価や施設援助のあり方等に イ 施設における援助状況の実態把握・評価や施設援助のあり方等に
対する専門的技術的助言・指導等を行うものとする。また、施設に 対する専門的技術的助言・指導等を行うものとする。また、施設に
おける第三者評価事業と連携することにより、入所者の援助の向上 おける第三者評価事業と連携することにより、入所者の援助の向上
等を図るものとする。 等を図るものとする。

ウ 問題が複雑で援助方針や自立支援計画を立てるために専門的判断 ウ 問題が複雑で援助方針や自立支援計画を立てるために専門的判断
などが必要なケース等に対して専門的技術的助言・指導等を行うも などが必要なケース等に対して専門的技術的助言・指導等を行うも
のとする。 のとする。

エ 虐待等による子どもの死亡事例を未然に防ぐとともに、子どもの エ 虐待等による子どもの死亡事例を未然に防ぐとともに、子どもの
権利擁護に関する意識を高めるため、援助困難事例における会議や 権利擁護に関する意識を高めるため、援助困難事例における会議や
死亡事例検証委員会等を開催するにあたっては、専門的技術的助言 死亡事例検証委員会等を開催するにあたっては、専門的技術的助言
・指導等を行うものとする。 ・指導等を行うものとする。

(4) 一時保護機能強化事業 (4) 一時保護機能強化事業
一時保護所が有する行動観察や短期入所指導の機能を充実・強化する 一時保護所が有する行動観察や短期入所指導の機能を充実・強化する

ため、実務経験者である児童指導員ＯＢ、教員ＯＢ、警察官ＯＢ、看護 ため、実務経験者である児童指導員ＯＢや教員ＯＢなどによる一時保護
師及び心理士などによる一時保護対応協力員を配置し、的確な心身の状 対応協力員を配置し、的確な実態把握・評価（アセスメント）を行い、
態把握・評価（アセスメント）を行い、一時保護中の子どもに適切な教 子どもに適切な支援、教育、心理治療を実施し、子どもの健全育成の推
育、医療的・心理的支援などを実施することにより、子どもの健全育成 進や一時保護所が抱えている問題の改善を図るものである。
の推進や一時保護所が抱えている問題の改善を図るものである。 一時保護対応協力員は、一時保護所に置き、所長の監督を受け、次の

一時保護対応協力員は、一時保護所に置き、所長の監督を受け、次に 業務を行うものである。また、必要に応じ委託一時保護先に派遣するこ
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掲げるいずれかの業務を行うものである。また、必要に応じ委託一時保 ともできる。
護先に派遣することもできる。 ア～エ 略
ア～エ 略
オ 疾病や障害を有する乳幼児等に対する保健・医療面への対応

(5) ２４時間・３６５日体制強化事業 (5) ２４時間・３６５日体制強化事業
児童相談所は、児童相談に関する役割を担う市町村を後方支援するこ 児童相談所は、児童相談に関する役割を担う市町村を後方支援するこ

とを踏まえ、夜間休日を問わず、いつでも相談に応じられる体制の整備 とを踏まえ、夜間休日を問わず、いつでも相談に応じられる体制の整備
、 。 、 。を図るため ２４時間・３６５日体制対応協力員を配置するものである を図るため ２４時間・３６５日体制対応協力員を配置するものである

ア ２４時間体制強化については、児童相談所が各々の通常の開所時 ア ２４時間体制強化については、児童相談所が各々の通常の開所時
間外の時間帯に、３６５日体制強化については、児童相談所が閉所 間外の時間帯に、３６５日体制強化については、児童相談所が閉所
している祝休日に、相談援助技術や相談援助活動経験のある児童相 している祝休日に、相談援助技術を有した児童相談所ＯＢ職員また
談所ＯＢ職員等の非常勤職員等を配置し、随時直接相談に応じられ は民間団体やボランティア活動を通じ相談援助活動経験のある非常
る体制を図るものとする。 勤職員等を配置し、随時直接相談に応じられる体制を図るものとす

る。
イ 略 イ 略

３ 略 ３ 略

第４～８節 略 第４～８節 略

第７章 各種機関との連携 第７章 各種機関との連携
第１節 各種機関との連携の重要性 第１節 各種機関との連携の重要性
(1)～(4) 略 (1)～(4) 略
(5) このため、平成16年児童福祉法改正法により、地方公共団体は、要保 (5) このため、平成16年児童福祉法改正法により、地方公共団体は、要保
護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、要保護児 護児童の適切な保護を図るため、関係機関等により構成され、要保護児
童及びその保護者に関する情報等の交換や要保護児童等に対する支援内 童及びその保護者に関する情報等の交換や要保護児童等に対する支援内
容の協議を行う要保護児童対策地域協議会を置くことができることとさ 容の協議を行う要保護児童対策地域協議会を置くことができることとさ
れ、さらに平成19年の児童福祉法改正により、当該協議会の設置が努力 れた。
義務とされたところである。

(6)～(10) 略 (6)～(10) 略

第２節 市町村との関係 第２節 市町村との関係
１ 略 １ 略

２．個別的事項 ２．個別的事項
(1)～(8) 略 (1)～(8) 略
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(9) 平成19年の児童福祉法改正により、市町村長は、児童虐待防止法第
８条の２の出頭要求、同法第９条第１項の立入調査又は法第33条の一時
保護の実施が適当であると判断した場合には、その旨を都道府県知事等
又は児童相談所長に通知するものとされたが、当該通知があった場合に
おいても、適切な対応を講ずる必要がある。

なお、都道府県知事等は、当該通知に係る措置の実施状況について、
都道府県児童福祉審議会に報告しなければならないこととされている。

第３節 要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク） 第３節 要保護児童対策地域協議会
１．制度の趣旨 １．制度の趣旨
(1) 略 (1) 略
(2) このため、平成16年児童福祉法改正法において、 (2) このため、平成16年児童福祉法改正法において、
① 地方公共団体は、要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協 ①地方公共団体は、要保護児童等に関する情報の交換や支援内容の協議

議を行う要保護児童対策地域協議会（ 子どもを守る地域ネットワー を行う要保護児童対策地域協議会（以下 「協議会」という ）を設置「 、 。
ク 。以下 「協議会」という ）を設置できることとし、 できることとし、」 、 。

② この協議会に、その運営の中核となり、要保護児童等に対する支援 ②この協議会に、その運営の中核となり、要保護児童等に対する支援の
の実施状況の把握や関係機関等との連絡調整を行う調整機関（要保護 実施状況の把握や関係機関等との連絡調整を行う調整機関（要保護児童
児童対策調整機関）を置くこととし、 対策調整機関）を置くこととし、

③ さらに、協議会の構成員に対して守秘義務を課すとともに、要保護 ③さらに、協議会の構成員に対して守秘義務を課すとともに、要保護児
児童等に関する情報交換や支援内容の協議を行うため必要があると認 童等に関する情報交換や支援内容の協議を行うため必要があると認める
めるときは、協議会は、関係機関等に対して情報の提供等の必要な協 ときは、協議会は、関係機関等に対して情報の提供等の必要な協力を求
力を求めることができることとされた。 めることができることとされた。

(3) また、平成19年の児童福祉法の改正において、協議会の設置が努力
義務化されたことから、児童相談所としても一層その設置に向けた支援
を行う必要があることに留意されたい。

２ 協議会の運営 ２ 要保護児童対策地域協議会の運営
(1) 設置主体 (1) 設置主体

協議会の設置主体は地方自治法第１条の３に規定する地方公共団体で 協議会の設置主体は地方自治法第１条の３に規定する地方公共団体で
ある。協議会は、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協 ある。協議会は、個別の要保護児童等に関する情報交換や支援内容の協
議を行うことを念頭に置いていることから、基本的には住民に身近な市 議を行うことを念頭に置いていることから、基本的には住民に身近な市
町村が設置主体となると考えられるが、地域の実情に応じ、複数の市町 町村が設置主体となると考えられるが、地域の実情に応じ、複数の市町
村が共同で設置することも考えられる。 村が共同で設置することも考えられる。

なお、複数の市町村による共同設置については、一部事務組合や広域 なお、複数の市町村による共同設置については、一部事務組合や広域
連合を設けることなく、事実上共同で設置することも可能である。 連合を設けることなく、事実上共同で設置することも可能である。

このように市町村が設置主体となる協議会については 児童相談所は このように市町村が設置主体となる要保護児童対策地域協議会につい、 、
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その構成員として参画し、個別ケースの見立てを行うなど、市町村の後 ては、児童相談所は、その構成員として参画し、個別ケースの見立てを
方支援を行うことが期待される。 行うなど、市町村の後方支援を行うことが期待される。

一方、都道府県等が設置主体となる協議会については、自らが、３に 一方、都道府県等が設置主体となる要保護児童対策地域協議会につい
定める要保護児童対策調整機関になるなど、中心的な役割を果たすこと ては、自らが、３に定める要保護児童対策調整機関になるなど、中心的
が期待される。 な役割を果たすことが期待される。

(2)～(4) 略 (2)～(4) 略

３～５ 略 ３～５ 略

第４～11節 略 第４～11節 略

第12節 弁護士、弁護士会との関係 第12節 弁護士、弁護士会との関係
(1) 平成16年児童福祉法改正法により、保護を必要とする子どもに関する (1) 平成16年児童福祉法改正法により、保護を必要とする子どもに関する
司法関与が強化され、また、平成19年の児童虐待防止法の改正による臨 司法関与が強化されるなど、児童家庭相談活動を行うに際して法的な対
検又は捜索の制度等の導入など、児童家庭相談活動を行うに際して法的 応が必要となる場面は増えてきている。
な対応が必要となる場面は増えてきている。

(2)～(3) 略 (2)～(3) 略

第13節 略 第13節 略

第14節 警察との関係 第14節 警察との関係
１～５ 略 １～５ 略
６．虐待事例等における連携 ６．虐待事例等における連携
(1)～(2) 略 (1)～(2) 略
(3) 立入調査、臨検又は捜索等における連携 (3) 立入調査における連携

立入調査、臨検又は捜索等に当たっては、必要に応じ、子ども又は調 立入調査に当たっては、必要に応じ、子ども又は調査担当者に対する
査担当者に対する保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られる 保護者等の加害行為等に対して迅速な援助が得られるよう、児童虐待防
よう 児童虐待防止法第10条により警察署長に対する援助の依頼を行い 止法第10条により警察署長に対する援助の依頼を行い、これに基づく連、 、
これに基づく連携による適切な調査を行うとともに、状況に応じ遅滞な 携による適切な調査を行うとともに、状況に応じ遅滞なく子どもの一時
く子どもの一時保護を行うなど、子どもの福祉を優先した臨機応変に対 保護を行うなど、子どもの福祉を優先した臨機応変に対応しなければな
応しなければならない。 らない。

なお、警察署長への援助の依頼については、緊急の場合を除き、行政 なお、警察署長への援助の依頼については、緊急の場合を除き、行政
組織を一体的に運営し、子どもの保護の万全を期する観点から、事前に 組織を一体的に運営し、子どもの保護の万全を期する観点から、事前に
文書により行うことを原則とする。 文書により行うことを原則とする。

(4)～(6) 略 (4)～(6) 略
(7) 児童虐待防止法第10条の「必要があると認めるとき」とは、児童相談 (7) 児童虐待防止法第10条の「必要があると認めるとき」とは、児童相談
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所長等による立入調査、臨検又は捜索、一時保護等の職務執行に際し、 所長等による立入調査、一時保護等の職務執行に際し、保護者又は第三
保護者又は第三者から物理的その他の手段による抵抗を受けるおそれが 者から物理的その他の手段による抵抗を受けるおそれがある場合、現に
ある場合 現に子どもが虐待されているおそれがある場合などであって 子どもが虐待されているおそれがある場合などであって、児童相談所長、 、
児童相談所長等だけでは職務執行をすることが困難なため警察官の援助 等だけでは職務執行をすることが困難なため警察官の援助を必要とする
を必要とする場合をいう。 場合をいう。

警察官の「援助」とは、児童相談所長等による職務執行に際して、当 警察官の「援助」とは、児童相談所長等による職務執行に際して、当
該職務執行が円滑に実施できるようにする目的で、警察官が警察法、警 該職務執行が円滑に実施できるようにする目的で、警察官が警察法、警
察官職務執行法等の法律により与えられている任務と権限に基づいて行 察官職務執行法等の法律により与えられている任務と権限に基づいて行
う措置である。なお、児童相談所長等による職務執行そのものは、警察 う措置である。なお、児童相談所長等による職務執行そのものは、警察
官の任務ではなく、児童相談所長等がその専門的知識に基づき行うべき 官の任務ではなく、児童相談所長等がその専門的知識に基づき行うべき
ものであり、警察官は、児童相談所長等の権限行使の補助者ではない。 ものであり、警察官は、児童相談所長等の権限行使の補助者ではない。

(8) 略 (8) 略

７ 略 ７ 略

第15～16節 略 第15～16節 略

第17節 配偶者暴力相談支援センターとの関係 第17節 配偶者暴力相談支援センターとの関係
１．配偶者暴力相談支援センターの位置付け １．配偶者暴力相談支援センターの位置付け
(1) 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者 (1) 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護を図るため、配偶者暴力防止法に基づき、配偶者からの暴力の被 の保護を図るため、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
害者に対し次のような支援を行う行政機関である。 法律（平成13年法律第31号。この節において「配偶者暴力防止法」とい
①～⑥ 略 う ）に基づき、配偶者からの暴力の被害者に対し次のような支援を行。

う行政機関である。
①～⑥ 略

(2) 略 (2) 略

２ 略 ２ 略

第18～20節 略 第18～20節 略

第８章 児童相談所の設備、器具、必要書類 第８章 児童相談所の設備、器具、必要書類
第１～２節 略 第１～２節 略

第３節 必要書類 第３節 必要書類
(1) 略 (1) 略
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(2) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、保護者、関係機関等に (2) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、保護者、関係機関等に
交付する書類には次のものがある。これらの書類は、逐次児童記録票綴 交付する書類には次のものがある。これらの書類は、逐次児童記録票綴
にファイルしていく。 にファイルしていく。
①～⑬ 略 ①～⑬ 略
⑭ 出頭要求告知書（別添１及び３）
⑮ 告発状（別添２）
⑯ 臨検・捜索許可状請求書（別添４）
⑰ 面会・通信制限決定通知書（別添５及び７）
⑱ 面会・通信制限解除決定通知書（別添６）
⑲ 接近禁止命令書（別添８）
⑳ 接近禁止命令取消書（別添９）

児童虐待防止法第13条の４に規定された報告書○21
略 ⑭ 略○22

(3) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、内部的に整理する必 (3) 児童相談所が相談援助活動を行うに当たって、内部的に整理する必要
要のある書類には、次のものがある。 のある書類には、次のものがある。
①～⑱ 略 ①～⑱ 略
⑲ その他措置等の各段階における報告書等 ⑲ その他

第４節 統計 第４節 統計
略 略
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別添１ 出頭要求告知書

別添１（様式例）

発第 号
平成 年 月 日

出 頭 要 求 告 知 書

（ 保 護 者 氏 名 ） 殿

○○○○知事 印

児童虐待の防止等に関する法律第８条の２の規定に基づき、次のとおり、児童を同

伴して出頭することを求めます。

住 所

出頭を求められる者 氏 名

（ ）生年月日 年 月 日生 歳

出 頭 を 求 め る 日 時 平成 年 月 日 午 時 分
日 時 及 び 場 所 場 所

同 伴 す べ き 児 童 氏 名 男・女

生年月日 年 月 日生（ 歳）

出頭を求める理由と
なった事実の内容

連 絡 先 住 所 ○○県○○市○○1-2-3 ○○児童相談所○○課○○係

連絡先電話番号 01-2345-6789 （内線 1234）

（注意）１ 正当な理由なく出頭要求に応じない場合は、当該児童の安全の確認又はその安全を確保す

るため、児童虐待の防止等に関する法律第９条第１項の立入調査その他の必要な措置を講ず

ることとなり、正当な理由なく当該立入調査を拒否した場合には、50万円以下の罰金に処せ

られることがあります。

２ 上記の出頭を求める日時又は場所について、やむを得ない理由により、出頭することが困

難な場合、○月○日○時までに、上記連絡先に連絡してください。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

※ 「知事」名欄には、各自治体に応じて、政令指定都市の長、児童相談所設置市の長、委任を受け

た児童相談所長名を記載のこと。
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別添２ 告発状

別添２（様式例）

平成 年 月 日

告 発 状

○○県○○警察署長 殿

１ 告発人

住 所 ○○○県○○○市○○○1-2-3

職氏名 ○○○県○○児童相談所長 ○○ ○○ 印

２ 被告発人

住 所 ○○○県○○○市○○○4-5-6

氏 名 ○○○○

３ 告発の趣旨

被告発人の下記４の事実は、児童虐待の防止等に関する法律第９条第２項により適用

される児童福祉法第６１条の５の立入調査拒否罪に該当すると思料されるので、被告発

人を処罰されたく告発する。

４ 告発の事実

５ 罰条

児童虐待の防止等に関する法律第９条第２項

児童福祉法第６１条の５

６ 告発に至る経緯

７ 証拠資料

８ 添付書類
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別添３ 出頭要求告知書

別添３（様式例）

第 号

平成 年 月 日

出 頭 要 求 告 知 書

（ 保 護 者 氏 名 ） 殿

○○○○知事 印

児童虐待の防止等に関する法律第９条の２の規定に基づき、次のとおり、児童を同

伴して出頭することを求めます。

住 所

出頭を求められる者 氏 名

（ ）生年月日 年 月 日生 歳

出 頭 を 求 め る 日 時 平成 年 月 日 午 時 分

日 時 及 び 場 所 場 所

同 伴 す べ き 児 童 氏 名 男・女

生年月日 年 月 日生（ 歳）

出頭を求める理由と

な った 事実 の内 容

連 絡 先 住 所 ○○県○○市○○1-2-3 ○○児童相談所○○課○○係

連絡先電話番号 01-2345-6789 （内線 1234）

（注意）１ 正当な理由なく出頭要求に応じない場合は、当該児童の安全の確認又はその安全を確保す

るため、児童虐待の防止等に関する法律第９条第３項に基づき、裁判官の発する許可状を得

た上で、当該児童の住所若しくは居所に臨検し、又は当該児童を捜索することがあります。

２ 上記の出頭を求める日時又は場所について、やむを得ない理由により、出頭することが困

難な場合、○月○日○時までに、上記連絡先に連絡してください。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

※ 「知事」名欄には、各自治体に応じて、政令指定都市の長、児童相談所設置市の長、委任を受け

た児童相談所長名を記載のこと。
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別添４ 臨検・捜索許可状請求書

別添４（様式）

臨 検 ・ 捜 索 許 可 状 請 求 書

平成 年 月 日
裁判所

裁判官 殿

○○○○知事
印○

児童虐待の防止等に関する法律第９条の３に基づき、下記の臨検・捜索許

可状の発付を請求する。

記

１ 保護者の氏名及び生年月日

年 月 日生（ 歳）

２ 臨検・捜索すべき場所

３ 捜索すべき児童の氏名及び生年月日

年 月 日生（ 歳）

４ 児童虐待が行われている疑いがあると認められる事由及び資料

５ 臨検・捜索させようとする住所又は居所に児童が現在すると認められる事由及び資料

６ 児童の保護者が同法第９条第１項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避
した事実及びそれを証する資料

７ 同法第９条の２第１項の規定による出頭の求めに応じなかった事実及びそれを証する資
料

８ ７日を超える有効期間を必要とするときは、その期間及び事由

９ 日出前又は日没後に行う必要があるときは、その旨及び事由

（注意）１ 「知事」名欄には，各自治体に応じて政令指定都市の長，児童相談所設置市の長，委任を受けた児

童相談所長名を記載すること。

２ 児童の氏名、年齢が明らかでないときは、これらの者を特定するに足りる事項を記載すること。
３ 事例に応じ、不要の文字を削ること。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
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別添５ 面会・通信制限決定通知書

別添５（様式例）

発第 号

平成 年 月 日

面 会 ・ 通 信 制 限 決 定 通 知 書

（ 保 護 者 氏 名 ） 殿

○○○児童相談所長 印

児童虐待の防止等に関する法律第１２条の規定に基づき、次のとおり、

同条第１項第１号に規定される下記の児童との面会

同条第１項第２号に規定される下記の児童との通信

の制限を行います。

住 所

制 限 を 受 け る 者 氏 名

（ ）生年月日 年 月 日生 歳

制 限 す る 理 由

住所又は居所

対 象 と な る 児 童 氏 名 男・女

生年月日 年 月 日生（ 歳）

連 絡 先 住 所 ○○県○○市○○1-2-3 ○○児童相談所○○課○○係

連絡先電話番号 01-2345-6789 （内線 1234）

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、（注意）１

○○○知事に対し、不服申立てをすることができます。なお、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると不服申

立てができなくなります。

２ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、○○○県を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起

算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



- 51 -

改 正 後 現 行

別添６ 面会・通信制限解除決定通知書

別添６（様式例）

発第 号

平成 年 月 日

面 会 ・ 通 信 制 限 解 除 決 定 通 知 書

（ 保 護 者 氏 名 ） 殿

○○○児童相談所長 印

次のとおり、○○○児童相談所長が、平成 年 月 日 発第 号により

制限した、児童虐待の防止等に関する法律第１２条に基づく

同条第１項第１号に規定される下記の児童との面会

同条第１項第２号に規定される下記の児童との通信

の制限を解除します。

住 所

制限を解除される者 氏 名

（ ）生年月日 年 月 日生 歳

制限を解除する理由

住所又は居所

対 象 と な る 児 童 氏 名 男・女

生年月日 年 月 日生（ 歳）

連 絡 先 住 所 ○○県○○市○○1-2-3 ○○児童相談所○○課○○係

連絡先電話番号 01-2345-6789 （内線 1234）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



- 52 -

改 正 後 現 行

別添７ 面会・通信制限決定通知書

別添７（様式例）

発第 号

平成 年 月 日

面 会 ・ 通 信 制 限 決 定 通 知 書

（ 保 護 者 氏 名 ） 殿

○○○施設長 印

児童虐待の防止等に関する法律第１２条の規定に基づき、次のとおり、

同条第１項第１号に規定される下記の児童との面会

同条第１項第２号に規定される下記の児童との通信

の制限を行います。

住 所

制 限 を 受 け る 者 氏 名

（ ）生年月日 年 月 日生 歳

制 限 す る 理 由

命 令 の 有 効 期 間 本日から 平成 年 月 日まで

住所又は居所

対 象 と な る 児 童 氏 名 男・女

生年月日 年 月 日生（ 歳）

連 絡 先 住 所 ○○県○○市○○1-2-3 ○○児童養護施設○○課○○係

連絡先電話番号 01-2345-6789 （内線 1234）

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、（注意）１

○○○知事に対し、不服申立てをすることができます。なお、この決定があったことを知った日の

翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると不服申

立てができなくなります。

２ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内

に、○○○県を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます。なお、この決定があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起

算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



- 53 -

改 正 後 現 行

別添８ 接近禁止命令書

別添８（様式例）

発第 号
平成 年 月 日

接 近 禁 止 命 令 書

（ 保 護 者 氏 名 ） 殿

○○○○知事 印

児童虐待の防止等に関する法律第１２条の４の規定に基づき、次のとおり命令する。

住 所
命 令 を 受 け る 者 氏 名

（ ）生年月日 年 月 日生 歳
都道府県知事が特に必要と認める場合を除き、児童の住所

若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童
命 令 の 内 容 の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就

学する学校その他その通常所在する場所（通学路その他の当
該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経
路を含む ）の付近をはいかいしてはならない。。

命 令 を す る 理 由

命 令 の 有 効 期 間 本日 から 平成 年 月 日まで
住所又は居所

対 象 と な る 児 童 氏 名 男・女
生年月日 年 月 日生（ 歳）

連 絡 先 住 所 ○○県○○市○○1-2-3 ○○県○○部（局）○○課○○係
連絡先電話番号 01-2345-6789 （内線 1234）

（注意）１ 本命令に違反した場合、児童虐待の防止等に関する法律第17条の規定により、１年以下の

懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがある。

２ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か

月以内に、○○○県を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができる。なお、こ

の決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定があっ

た日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができない。

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



- 54 -

改 正 後 現 行

別添９ 接近禁止命令取消書

別添９（様式例）

発第 号

平成 年 月 日

接 近 禁 止 命 令 取 消 書

（ 保 護 者 氏 名 ） 殿

○○○○知事 印

児童虐待の防止等に関する法律第１２条の４第６項の規定に基づき、本日付けで、次

のとおり、○○○○知事が、平成 年 月 日 発第 号により命令した接

近禁止命令を取り消す。

住 所

命令を取り消される者 氏 名

生年月日 年 月 日生（ 歳）

都道府県知事が特に必要と認める場合を除き、児童の住所

若しくは居所、就学する学校その他の場所において当該児童

命 令 の 内 容 の身辺につきまとい、又は当該児童の住所若しくは居所、就

学する学校その他その通常所在する場所（通学路その他の当

該児童が日常生活又は社会生活を営むために通常移動する経

路を含む ）の付近をはいかいしてはならない。。

命令を取り消す理由

住所又は居所

対 象 と な る 児 童 氏 名 男・女

生年月日 年 月 日生（ 歳）

連 絡 先 住 所 ○○県○○市○○1-2-3 ○○県○○部（局）○○課○○係

連絡先電話番号 01-2345-6789 （内線 1234）

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



- 55 -

改 正 後 現 行

別添10 様式 別添様式

（別添様式）

発第 号

年 月 日

○○警察署長 殿

児童相談所長

年 月 日付をもって貴職より少年法第 条の６第 項（ 号又は 号）に基づき送6 1 1 2

致のあったつぎの児童について児童福祉法の規定により下記のとおり援助を決定した

ので通知します。

氏 名

児 性別 年齢

童 住 所

氏 名

保

護

者 住 所

開始期日

援

助 内 容

内

容

（別添 様式）10

発第 号

年 月 日

○○警察署長 殿

児童相談所長

年 月 日付をもって貴職より少年法第 条の６第 項（ 号又は 号）に基づき送6 1 1 2

致のあったつぎの児童について児童福祉法の規定により下記のとおり援助を決定した

ので通知します。

氏 名

児 性別 年齢

童 住 所

氏 名

保

護

者 住 所

開始期日

援

助 内 容

内

容


